
Title 旧刑法における文書偽造罪の制定過程に対する一考察 :
行為に関する規定を中心として

Sub Title A study of enactment of forgery in the penal code of 1882 :
addressed the provisions for acts

Author 髙田, 久実(Takada, Kumi)
Publisher 慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政治学論究』刊行会

Publication
year

2013

Jtitle 法學政治學論究 : 法律・政治・社会 (Hogaku seijigaku ronkyu :
Journal of law and political studies). Vol.96, (2013. 3) ,p.373- 405 

JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Departmental Bulletin Paper
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN10086101-20130315-0373

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


旧刑法における文書偽造罪の制定過程に対する一考察

373

一
　
は
じ
め
に

二
　
本
稿
の
目
的

三
　
司
法
省
に
お
け
る
議
論
か
ら
旧
刑
法
の
施
行
ま
で

　
㈠
　
司
法
省
に
お
け
る
議
論

　
　
１
　
文
書
偽
造
罪
を
構
成
す
る
「
行
為
」
を
定
め
る
規
定
の
変
遷

　
　
２
　
議
論
か
ら
み
る
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
理
解

　
㈡
　
刑
法
審
査
修
正
案
の
検
討

　
㈢
　
小
　
括

四
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
鶴
田
の
理
解
の
根
拠

　
㈠
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

　
　
１ 

　『
刑
法
草
案
註
釈
』
に
み
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
理
解

　
　
２
　
行
為
の
体
系

　
　
３
　
法
定
刑

　
　
４
　
小
　
括

　
㈡
　
律
系
刑
法
典
か
ら
み
た
文
書
偽
造
罪

　
　
１
　
新
律
綱
領
及
び
改
定
律
例
の
規
定
　

　
　
２
　
新
律
綱
領
及
び
改
定
律
例
の
運
用

　
　
　
⑴
　
返
済
の
意
思

　
　
　
⑵
　
他
罪
と
の
関
係

　
　
３
　
小
　
括

　
㈢
　
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
基
本
的
な
方
針
の
相
異

五
　
結
　
語

 

髙

田

久

実

旧
刑
法
に
お
け
る
文
書
偽
造
罪
の
制
定
過
程
に
対
す
る
一
考
察

―
行
為
に
関
す
る
規
定
を
中
心
と
し
て

―



法学政治学論究　第96号（2013.3）

374

一
　
は
じ
め
に

　
わ
が
国
の
明
治
期
に
お
け
る
諸
法
典
の
編
纂
の
中
で
西
欧
の
法
典
を
模
し
て
最
も
早
く
完
成（
₁
）し、
司
法
の
歴
史
に
お
け
る
大
き
な
転
換

点
の
一
つ
と
な
っ
た
明
治
一
五
年
施
行
の
刑
法
典
（
以
下
、
旧
刑
法
と
呼
称
）
は
、
後
に
続
く
法
典
編
纂
や
法
制
度
の
構
築
、
法
の
運
用
の

出
発
点
と
し
て
重
要
な
考
察
の
対
象
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
刑
法
の
各
論
は
「
刑
罰
法
規
に
よ
っ
て
言
語
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
個
々

の
犯
罪
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
社
会
的
脈
絡
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
成
立
要
件
を
検
討
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
国

家
刑
罰
権
を
正
当
に
行
使
す
る
こ
と
の
可
能
な
範
囲
及
び
様
態
を
確
定
す
る
こ
と
」
を
主
な
役
割
と
し
、
更
に
は
「
市
民
に
具
体
的
な
状

況
中
に
お
け
る
行
動
の
目
安
・
基
準
と
な
る
行
為
規
範
を
提
示
」
す
る
と
と
も
に
「
そ
こ
に
は
含
ま
れ
な
い
が
刑
罰
的
保
護
の
必
要
か
つ

妥
当
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
・
様
態
に
関
す
る
立
法
論
的
提
案
等
を
行（
₂
）う」

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
論
へ
の
検
討
は
、

特
定
の
時
代
に
お
け
る
社
会
秩
序
や
、
そ
こ
で
の
犯
罪
の
実
態
及
び
そ
れ
に
対
す
る
国
家
刑
罰
権
の
作
用
、
国
家
が
目
指
す
社
会
秩
序
を

明
ら
か
す
る
こ
と
に
も
繫
が
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、
旧
刑
法
の
各
論
に
対
し
て
は
制
定
過
程
を
焦
点
と
し
た
逐
条
的
な
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
。
大
別
す
る
と
、

第
一
に
明
治
政
府
が
構
想
し
た
国
家
体
制
や
支
配
秩
序
と
の
関
係
に
言
及
し
た
も（
₃
）の、

第
二
に
当
時
の
社
会
生
活
上
に
お
け
る
市
民
活
動

の
実
態
と
関
連
し
た
も（
₄
）の、
第
三
に
継（
₅
）受と
い
う
主
題
の
下
で
条
文
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
う
区
別
が
考
え
ら
れ
る
。
先
学

の
蓄
積
に
よ
っ
て
様
々
な
規
定
の
性
格
と
制
定
経
緯
が
明
ら
か
に
な
り
、
ま
た
こ
れ
ら
は
共
通
し
て
、
お
雇
い
外
国
人
ボ
ア
ソ
ナ
ー（
₆
）ドの

意
図
や
主
張
に
対
し
て
日
本
側
が
修
正
を
加
え
た
結
果
、
各
条
文
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
明
治
政
府
の
建
設
中
に
お
い
て
、

国
家
構
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
固
有
文
化
や
習
俗
へ
直
接
的
に
関
連
す
る
規
定
に
は
当
局
の
意
図
が
強
く
反
映
す
る
こ
と
や
、
社
会
生
活

に
関
す
る
規
定
に
は
当
時
の
社
会
状
況
と
政
府
の
施
策
を
考
慮
し
た
制
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
新
た
な
法
概
念
を
輸
入
す
る
際
に
は
従
前
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の
法
的
経
験
、
思
考
と
の
間
に
融
合
と
反
発
が
同
時
に
発
生
す
る
こ
と
等
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
と
し
、
本
稿
で
は
右
の

三
区
分
の
全
て
と
関
連
し
う
る
文
書
偽
造
罪
に
言
及
し
た
い
。
各
々
と
の
関
係
性
は
次
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
第
一
の
国
家
体
制
と
の
関

係
で
は
、
近
代
公
文
書
を
素
材
と
し
、
文
書
行
政
の
運
用
を
検
討
し
て
文
書
の
作
成
主
体
で
あ
る
組
織
へ
の
言
及
が
近
年
、
試
み
ら
れ
る

よ
う（
₇
）に、
文
書
を
通
し
て
行
政
機
関
の
性
格
や
そ
の
施
策
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
刑
罰
権
の

行
使
を
規
定
す
る
刑
法
に
よ
っ
て
保
護
を
認
め
ら
れ
た
文
書
を
検
討
す
れ
ば
、
そ
の
文
書
を
有
効
た
ら
し
め
る
国
家
の
制
度
や
国
家
の
目

し
た
文
書
行
政
の
態
様
、
文
書
の
機
能
を
明
ら
か
に
で
き
、
発
展
す
れ
ば
国
家
構
想
及
び
支
配
秩
序
の
一
側
面
を
知
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

第
二
の
社
会
生
活
上
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
で
文
書
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
は
瞭
然
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
意
思
の
表
示
及

び
固
定
、
永
続
化
や
、
取
引
の
円
滑
化
及
び
迅
速
化
等
、
枚
挙
に
遑
が
無
い
。
そ
の
よ
う
な
文
書
が
活
用
さ
れ
た
場
面
と
役
割
を
考
察
す

れ
ば
、
当
時
の
社
会
生
活
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
文
書
偽
造
罪
は
古
く
そ
の
淵
源
を
ロ
ー
マ
法
に
持
つ
と

い
わ
れ（
₈
）ると
同
時
に
、
近
年
で
は
電
磁
的
記
録
を
客
体
と
し
た
類
型
が
新
設
さ
れ
る
等
、「
つ
ね
に
古
く
し
て
新
し
い
問
題
点
を
包
蔵（
₉
）し」、

そ
の
と
き
ど
き
の
法
の
運
用
や
世
情
を
知
る
う
え
で
重
要
な
示
唆
に
も
な
る
。
第
三
の
法
の
継
受
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
文
書
偽
造
罪
が

各
論
の
中
で
最
も
難
解
な
分
野
の
一
つ
と
い
わ
）
10
（
れ
、
学
理
に
よ
る
解
釈
の
補
充
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
旧
刑
法

の
文
書
偽
造
罪
は
そ
の
立
法
と
解
釈
の
方
法
が
フ
ラ
ン
ス
に
倣
っ
た
実
質
主
義
に
立
脚
す
る
と
い
わ
れ
て
お
）
11
（

り
、
西
欧
諸
外
国
の
刑
法
典

を
参
照
と
し
な
が
ら
も
、
一
八
一
〇
年
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
（
以
下
、
一
八
一
〇
年
刑
法
典
と
呼
称
）
へ
主
に
依
拠
し
て
作
ら
れ
）
12
（
た
旧
刑
法

に
お
い
て
そ
の
影
響
が
具
体
的
に
表
れ
る
犯
罪
類
型
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
旧
刑
法
が
施
行
さ
れ
る
直
前
ま
で
効
力
を
有
し
た
新

律
綱
領
及
び
改
定
律
例
に
も
同
罪
は
存
在
し
て
お
り
、
律
系
刑
法
典
か
ら
西
欧
系
刑
法
典
へ
の
転
向
と
説
明
さ
れ
）
13
（

る
旧
刑
法
の
性
格
を
考

察
す
る
個
別
具
体
的
な
事
例
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
示
唆
に
富
ん
だ
論
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
は
現
行
法
の
比
較
対
象
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
）
14
（

る
に
止
ま
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
右
に
挙
げ
た
論
点
に
基
づ
い
て
多
角
的
且
つ
複
合
的
な
考
察
を
行
え
ば
、
文
書
偽
造
罪
を
通
し
て
、
旧
刑
法
の
実
定
法
と
し
て
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果
た
し
た
役
割
及
び
法
典
編
纂
史
上
の
位
置
付
け
を
知
る
端
緒
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
、
旧
刑
法
に

お
け
る
文
書
偽
造
罪
の
性
格
を
知
る
た
め
に
継
受
の
様
相
に
着
目
し
て
考
察
を
試
み
た
い
。

　
法
の
継
受
の
様
態
に
主
眼
を
置
い
た
研
究
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
霞
信
彦
氏
が
妾
へ
の
身
体
的
暴
行
に
関
す
る
規
定
に
言
及
し
、「
同
条

を
通
じ
て
旧
刑
法
の
位
置
づ
け
を
よ
り
明
確
に
す
る
一
灯
を
と
も
」
し
、「
こ
れ
ま
で
『
仏
刑
法
を
継
受
し
た
』
と
い
う
決
ま
り
文
句
の

下
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
旧
刑
法
の
性
格
づ
け
を
も
う
一
度
見
直
し
、
該
法
典
が
い
か
な
る
意
識
の
下
に
、
い
か
な
る
法
典
を
土
台
に
し
て

作
ら
れ
た
か
を
」
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
同
条
が
仏
刑
法
を
土
台
と
し
て
い
な
が
ら
も
、
決
し
て
仏
刑
法
の
み
を
源
と

し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
実
」
と
「
必
ず
し
も
起
草
者
ボ
ア
ソ
ナ
ド
の
意
図
通
り
に
運
用
さ
れ
ず
、
仏
刑
法
か
ら
伝
わ
る

こ
う
し
た
規
定
が
設
け
ら
れ
た
基
本
的
な
理
念
が
、
現
実
に
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
」
を
指
摘
し
）
15
（
た
。
岩
谷
十
郎
氏
は

正
当
防
衛
等
を
採
り
上
げ
、
編
纂
作
業
中
の
議
論
を
媒
介
に
「「
問
題
」
を
発
見
し
か
つ
そ
の
解
答
を
模
索
し
た
」
結
果
、「
第
三
の
体

系
」
と
し
て
創
出
さ
れ
た
旧
刑
法
を
「
律
型
刑
法
と
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
ア
マ
ル
ガ
ム
」
と
評
し
）
16
（
た
。
末
澤
国
彦
氏
は
賭
博
罪
に
関
し
、
日

本
の
慣
習
的
認
識
や
実
態
を
尊
重
し
た
ボ
ア
ソ
ー
ド
の
姿
勢
を
前
提
に
同
罪
が
「
西
欧
法
を
基
調
と
し
た
法
典
編
纂
作
業
の
中
で
も
か
な

り
理
想
的
な
規
定
」
で
あ
り
、「
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
西
欧
法
の
継
受
が
行
わ
れ
て
」
お
ら
ず
、「
旧
刑
法
の
制
定
は
西
欧
諸
国
と
対
等

な
立
場
に
立
つ
た
め
に
外
見
を
整
え
る
た
め
の
立
法
」
と
説
明
し
）
17
（

た
。
内
乱
罪
を
め
ぐ
る
新
井
勉
氏
の
一
連
の
研
究
の
中
で
特
に
編
纂
過

程
に
つ
い
て
は
、
同
罪
は
「
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
八
七
条
を
母
法
」
と
し
な
が
ら
も
「
成
立
途
中
で
、
明
治
初
年
の
国
事
犯
の
捉
え
方
＝
朝

憲
紊
乱
の
概
念
が
と
り
こ
ま
れ
」
て
お
り
、「
日
本
刑
法
草
案
の
和
文
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
仏
文
草
案
は
、
い
わ
ば
二
重
帳
簿
」
と
し
て

存
在
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
）
18
（

る
。
ま
た
、
新
井
氏
に
は
「
政
治
形
態
と
は
直
接
関
係
の
乏
し
い
盗
罪
が
、
明
治
日
本
に
お
い
て
外
国
法
の

風
圧
に
暴
さ
れ
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
形
で
刑
法
典
の
な
か
に
お
か
れ
る
か
」
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
旧
刑
法
の
同
罪
に
「
新
律
綱
領
・

改
定
律
例
の
盗
罪
の
構
成
や
条
文
に
近
づ
け
よ
う
と
努
力
が
尽
く
さ
れ
た
」
痕
跡
を
明
ら
か
に
し
て
「
法
の
継
受
に
お
け
る
固
有
法
の
抵

抗
」
の
様
相
を
ま
と
め
た
労
作
も
あ
）
19
（
る
。
福
山
好
典
氏
は
解
釈
論
的
観
点
か
ら
、
自
殺
に
関
す
る
罪
を
め
ぐ
る
司
法
省
で
の
議
論
を
検
討
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し
て
編
纂
者
間
の
意
見
を
整
理
し
）
20
（
た
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
が
全
面
的
に
旧
刑
法
へ
取
り
込
ま
れ
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
旧
刑
法
の
性
格
へ
の
考
察
に
重
要
な
示
唆
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
新
律
綱
領
と
改
定
律
例
に

規
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
解
釈
論
に
倣
っ
て
制
定
さ
れ
た
と
す
る
旧
刑
法
の
文
書
偽
造
罪
へ
考
察
を
試
み
た
い
。

二
　
本
稿
の
目
的

　
今
回
は
文
書
偽
造
罪
の
「
行
為
」
を
採
上
げ
て
考
察
を
進
め
た
）
21
（

い
。
国
家
や
政
府
の
制
度
を
根
拠
に
役
割
を
果
す
こ
と
で
刑
法
の
保
護

対
象
と
な
る
文
書
そ
の
も
の
を
論
ず
る
に
は
そ
れ
ら
の
背
景
も
視
野
に
入
れ
た
考
察
が
必
要
だ
が
、
本
稿
の
目
的
は
異
な
る
法
及
び
そ
れ

に
立
脚
し
た
法
的
思
考
の
間
に
見
ら
れ
る
同
調
又
は
反
発
の
様
子
か
ら
、
旧
刑
法
に
お
け
る
文
書
偽
造
罪
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
具
体
的
な
制
度
と
は
一
応
切
離
し
た
理
論
的
な
観
点
か
ら
そ
の
「
行
為
」
に
焦
点
を
絞
り
、
よ
り
純
粋
な
法
及
び
法

的
思
考
を
考
察
し
た
い
。
そ
し
て
検
討
の
始
点
は
、
一
八
一
〇
年
刑
法
典
を
母
国
の
法
に
持
つ
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
、
日
本
人
編
纂
者
代
表

の
鶴
田
皓
司
法
省
七
等
出
）
22
（
仕
の
間
で
行
わ
れ
た
司
法
省
で
の
議
論
と
す
る
。
明
治
八
年
一
月
一
七
日
の
司
法
省
布
達
で
各
府
県
へ
旧
藩
時

代
の
刑
法
の
調
査
が
命
じ
ら
れ
、
同
年
九
月
一
五
日
に
刑
法
草
案
取
調
掛
が
同
省
内
に
設
置
、
二
〇
日
に
編
纂
方
針
た
る
「
起
草
ノ
大

意
」
が
決
定
し
、
旧
刑
法
の
本
格
的
な
編
纂
作
業
が
開
始
さ
れ
た
）
23
（
が
、
一
八
一
〇
年
刑
法
典
と
律
系
刑
法
典
が
旧
刑
法
の
文
書
偽
造
罪
へ

与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
両
法
の
規
定
と
そ
れ
に
基
づ
く
法
的
思
考
が
初
め
て
対
峙
し
た
彼
ら
の
議
論
が
考
察
の
出
発
点
に

相
応
し
い
と
考
え
る
。

　
以
上
か
ら
、
本
稿
で
は
「
行
為
」
を
検
討
の
対
象
に
設
定
し
、
ま
ず
、
司
法
省
に
お
け
る
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
議
論
を
整
理
し
、

彼
ら
の
共
調
又
は
対
立
の
様
子
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
そ
の
よ
う
な
相
違
性
又
は
共
通
性
が
生
じ
た
原
因
を
探
る
た
め
に
、
両
者
の
主

張
の
根
拠
を
探
り
、
最
後
に
そ
れ
ら
の
見
解
を
踏
ま
え
て
、
旧
刑
法
の
文
書
偽
造
罪
を
性
格
付
け
る
要
因
に
言
及
し
た
い
。
以
下
で
論
じ
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る
文
書
偽
造
罪
の
行
為
は
主
に
次
の
四
者
で
あ
る
。
第
一
に
文
書
を
偽
造
又
は
変
造
す
る
と
い
う
広
義
の
「
偽
）
24
（
造
」、
第
二
に
偽
造
さ
れ

た
文
書
を
使
用
す
る
「
行
使
」、
第
三
に
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
を
と
も
に
行
う
「
偽
造
し
て
行
使
」、
第
四
に
偽
造
に
関
与
せ
ず
と
も
、

偽
造
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
そ
の
文
書
を
使
用
す
る
「
情
を
知
っ
て
行
使
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
的
位
置
付
け
や
関
係
性
に
つ
い

て
特
に
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
理
解
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。

　
付
言
す
る
と
、
旧
刑
法
の
文
書
偽
造
罪
は
「
信
用
ニ
対
ス
ル
罪
」
に
分
類
さ
れ
、
客
体
ご
と
に
第
三
節
「
官
ノ
文
書
ヲ
偽
造
ス
ル
罪
」

（
以
下
、
官
文
書
偽
造
罪
と
呼
称
）、
第
四
節
「
私
印
私
書
ヲ
偽
造
ス
ル
罪
」（
以
下
、
私
書
偽
造
罪
と
呼
）
25
（
称
）、
第
五
節
「
免
状
鑑
札
ヲ
偽
造
ス

ル
罪
」（
以
下
、
免
状
鑑
札
等
の
偽
造
罪
と
呼
）
26
（

称
）
と
区
別
さ
れ
る
が
、
行
為
に
関
し
て
は
章
が
立
て
ら
れ
た
順
番
に
従
っ
て
、
ま
ず
官
文
書

偽
造
罪
に
対
し
て
議
論
が
な
さ
れ
、
続
く
私
書
と
免
状
鑑
札
等
の
節
で
は
そ
れ
に
準
じ
た
規
定
が
定
め
ら
れ
た
の
で
、
以
下
で
は
特
に
断

ら
な
い
限
り
、
官
文
書
偽
造
罪
を
採
上
げ
て
言
及
す
る
。

三
　
司
法
省
に
お
け
る
議
論
か
ら
旧
刑
法
の
施
行
ま
で

㈠
　
司
法
省
に
お
け
る
議
論

1　

文
書
偽
造
罪
を
構
成
す
る
「
行
為
」
を
定
め
る
規
定
の
変
遷

　
当
局
で
の
旧
刑
法
の
編
纂
は
四
段
階
に
区
分
で
き
）
27
（

る
。
第
一
に
日
本
人
に
よ
る
司
法
省
で
の
草
案
作
成
、
第
二
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
編

纂
作
業
の
中
核
に
迎
え
入
れ
た
以
降
の
司
法
省
に
お
け
る
各
種
草
案
の
作
成
、
第
三
に
司
法
省
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
日
本
刑
法
草
案
」
へ

修
正
を
加
え
た
「
刑
法
審
査
修
正
案
」
の
成
稿
、
第
四
に
元
老
院
で
の
最
終
的
な
審
査
、
と
い
う
段
階
を
経
て
旧
刑
法
は
公
布
、
施
行
さ

れ
た
。
当
初
は
司
法
省
官
吏
の
日
本
人
編
纂
委
員
を
中
心
と
し
て
作
業
が
行
わ
れ
、
そ
の
成
果
と
し
て
総
則
部
分
の
草
案
が
元
老
院
へ
提
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出
さ
れ
た
が
、
内
容
不
十
分
と
し
て
返
却
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
補
助
的
立
場
で
あ
っ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
明
治
九
年
五
月
に
実
質
的
な

作
業
に
加
え
、
以
後
は
日
本
人
編
纂
委
員
の
代
表
者
と
さ
れ
た
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
議
論
し
な
が
ら
草
案
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
各
論
に
属
す
る
文
書
偽
造
罪
へ
の
討
論
は
そ
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
、
以
降
の
各
草
案
へ
の
検
討
を
行
う
。

　
文
書
偽
造
罪
を
構
成
す
る
基
本
行
為
を
草
案
ご
と
に
ま
と
め
る
と
第
一
案
「
偽
造
」（
偽
造
し
て
行
使
）、
第
二
案
「
偽
造
し
て
行
使
」、

第
一
稿
「
偽
造
」
又
は
「
行
使
」、
校
正
第
一
案
「
偽
造
し
て
行
使
」、
第
二
稿
「
偽
造
し
て
行
使
」、
確
定
稿
「
偽
造
し
て
行
使
」
と
な

る
。
以
下
で
は
背
景
の
議
論
を
整
理
す
る
。

　
ま
ず
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
提
示
し
た
第
一
案
に
は
第
一
条
に
「
偽
）
28
（

造
」
を
処
罰
す
る
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
第
三
条
で
、「
偽
造
」
の

み
の
場
合
、
第
六
条
で
「
行
使
」
の
み
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
刑
罰
か
ら
一
等
減
と
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
基
本
的
な

行
為
と
し
て
第
一
条
に
定
め
ら
れ
た
「
偽
造
」
と
い
う
文
言
に
は
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
の
両
者
を
包
含
し
た
「
偽
造
し
て
行
使
」
が
想

定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
）
29
（
る
。
し
か
し
、
前
節
の
官
印
偽
造
罪
の
基
本
行
為
を
「
偽
造
し
て
行
使
」
と
条
文
に
明
記
す
る
こ
と
が
決
定

さ
れ
た
の
）
30
（

で
、
そ
れ
に
倣
う
べ
き
と
い
う
鶴
田
の
意
見
に
よ
り
、
文
書
偽
造
罪
も
「
偽
造
し
て
行
使
」
が
基
本
的
な
行
為
と
し
て
第
二
案

に
明
文
化
さ
れ
）
31
（
た
。
第
二
案
は
字
句
の
体
裁
を
整
え
た
の
み
で
内
容
的
変
更
は
無
い
ま
ま
、
第
一
稿
と
な
り
、
同
稿
で
の
条
文
構
成
は
基

本
行
為
が
「
偽
造
し
て
行
使
」、
そ
こ
か
ら
一
等
を
減
じ
た
処
罰
が
科
せ
ら
れ
る
行
為
と
し
て
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
が
各
々
に
規
定
さ

れ
た
。
ま
た
、
行
為
主
体
に
つ
い
て
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
第
一
案
の
基
本
類
型
を
官
吏
が
そ
の
職
務
上
で
官
文
書
を
偽
造
す
る
場
合
と

し
て
い
た
が
、
従
前
の
「
日
本
刑
法
」
に
従
う
べ
き
と
い
う
鶴
田
に
よ
）
32
（

り
、
官
吏
以
外
の
者
に
よ
る
官
文
書
の
偽
造
を
す
る
こ
と
を
基
本

類
型
、
官
吏
が
そ
の
職
務
上
で
行
っ
た
場
合
を
加
重
類
型
と
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
構
成
と
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
第
一
稿
へ
の
検
討
中
に
鶴
田
が
「
偽
造
」
の
み
と
「
行
使
」
の
み
の
場
合
を
同
刑
に
処
す
こ
と
は
「
不
権
衡
」
で
あ
り
、

「
偽
造
」
の
み
は
基
本
行
為
た
る
「
偽
造
し
て
行
使
」
の
未
遂
、「
行
使
」
の
み
の
場
合
は
基
本
行
為
と
同
刑
を
科
す
こ
と
を
主
張
し
）
33
（

た
。

そ
の
内
容
を
詳
し
く
み
る
と
、
ま
ず
、
次
の
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
「
偽
造
」
の
み
を
処
罰
す
る
明
文
規
定
の
削
除
を
求
め
た
。
第
一
に
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印
章
よ
り
も
文
書
の
偽
造
は
容
易
な
の
で
悪
意
無
く
行
う
者
が
多
い
と
想
定
し
、
そ
の
よ
う
な
者
を
処
罰
の
対
象
外
と
）
34
（
し
、
第
二
に
「
偽

造
」
に
は
「
偽
造
し
て
行
使
」
と
い
う
基
本
行
為
の
未
遂
と
し
て
総
則
を
適
用
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
「
行
使
」
の
み
に
対
し
て

は
、「
実
）
35
（
害
」
の
発
生
と
い
う
共
通
点
を
理
由
に
「
偽
造
変
造
ノ
情
ヲ
知
テ
施
行
シ
タ
ル
者
ハ
其
施
行
シ
タ
ル
本
罪
ト
同
刑
ニ
為
」
す
べ

し
と
求
め
た
。
こ
れ
ら
の
意
見
は
採
用
さ
れ
、「
偽
造
」
の
み
を
処
罰
す
る
明
文
は
削
除
す
る
と
と
も
に
、「
情
を
知
っ
て
行
使
」
を
設
置

し
て
「
偽
造
し
て
行
使
」
と
同
刑
を
科
す
こ
と
が
決
定
し
た
。
以
降
、
こ
れ
が
文
書
偽
造
罪
の
行
為
体
系
の
基
本
と
な
り
、
司
法
省
で
の

最
終
案
に
あ
た
る
確
定
稿
も
同
様
の
構
成
で
あ
る
。

　
以
上
の
議
論
を
背
景
と
し
て
、
文
書
偽
造
罪
の
行
為
に
関
す
る
条
文
は
第
一
）
36
（

案
と
確
定
）
37
（

稿
で
は
体
系
の
構
成
が
異
な
る
。
第
一
案
は

「
偽
造
」
と
い
う
一
語
の
下
に
「
偽
造
し
て
行
使
」
が
基
本
行
為
と
し
て
想
定
さ
れ
、「
偽
造
」
と
「
行
使
」
が
個
別
に
行
わ
れ
る
場
合
は

各
一
等
を
減
じ
た
処
罰
が
予
定
さ
れ
て
い
）
38
（

た
。
こ
れ
に
対
し
、
確
定
稿
は
「
偽
造
し
て
行
使
」
と
明
文
化
さ
れ
、「
行
使
」
の
み
は
基
本

行
為
と
同
刑
に
規
定
さ
れ
、「
偽
造
」
の
み
を
処
罰
す
る
条
文
は
存
在
し
な
い
。

2　

議
論
か
ら
み
る
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
理
解

　
こ
こ
で
は
第
一
案
と
確
定
稿
の
相
異
を
踏
ま
え
な
が
ら
そ
の
背
景
に
あ
る
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
議
論
の
内
容
を
検
討
し
、
文
書
偽

造
罪
の
行
為
に
対
し
て
両
者
が
各
々
に
持
つ
理
解
へ
言
及
す
る
。

　
鶴
田
は
、
貨
幣
や
官
印
の
偽
造
に
倣
っ
て
「
他
人
ノ
偽
造
シ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
モ
其
情
ヲ
知
テ
使
用
シ
タ
ル
以
上
ハ
本
罪
ト
同
刑
」
に
す

べ
き
で
あ
る
と
第
一
案
の
検
討
時
に
述
べ
て
お
）
39
（

り
、「
偽
造
」
が
無
く
と
も
「
行
使
」
の
み
に
よ
っ
て
同
罪
が
構
成
さ
れ
る
と
の
理
解
が

看
取
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
発
言
の
直
前
に
行
わ
れ
た
貨
幣
偽
造
罪
と
官
文
書
偽
造
罪
で
の
議
論
を
み
る
と
処
罰
の
要
件
に
実
害
の
発

生
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
鶴
田
に
よ
っ
て
繰
返
し
主
張
さ
れ
て
い
る
の
）
40
（
で
、
文
書
偽
造
罪
も
同
様
に
実
害
の
発
生
を
成
立
要
件
と
考
え
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
第
一
稿
第
第
二
四
二
条
の
議
論
に
際
し
て
、
彼
が
示
し
た
「
偽
造
」
へ
の
説
明
を
み
る
と
「
此
第
一
項
ノ

未
タ
施
行
セ
サ
ル
云
々
（
官
ノ
文
書
公
文
ヲ
偽
造
変
造
シ
テ
未
タ
施
行
セ
サ
ル
者
：
注
・
筆
者
）
ハ
即
チ
総
則
中
ノ
「
タ
ン
タ
チ
ー
）
41
（
フ
」
ト
為
シ
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之
ヲ
削
ラ
ン
ト
ス
」
と
し
て
、「
偽
造
し
て
行
使
」
の
未
遂
に
あ
た
る
「
偽
造
」
へ
は
総
則
の
未
遂
犯
罪
が
適
用
さ
れ
て
処
罰
の
対
象
と

な
る
の
で
、
文
書
偽
造
罪
中
に
「
偽
造
」
の
み
の
場
合
を
規
定
す
る
必
要
は
無
い
と
述
べ
て
い
）
42
（

る
。
つ
ま
り
、
鶴
田
は
文
書
偽
造
罪
の
行

為
を
「
偽
造
」、「
偽
造
し
て
行
使
」、「
行
使
」
と
段
階
的
）
43
（
に
解
し
た
う
え
で
、
実
害
発
生
の
有
無
を
基
準
と
し
て
「
偽
造
」
と
「
偽
造
し

て
行
使
」
の
間
に
線
引
き
を
行
い
、「
偽
造
」
は
未
）
44
（
遂
、「
偽
造
し
て
行
使
」
と
「
行
使
」
は
文
書
偽
造
罪
を
構
成
す
る
行
為
と
区
別
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
諸
行
為
を
個
別
的
、
並
立
的
に
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
最
初
に
作
成
及
び

提
示
し
た
第
一
案
に
は
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
の
み
の
場
合
が
各
々
に
基
本
行
為
か
ら
同
様
に
一
等
減
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
偽
造
し
て
行
使
」
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
下
に
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
が
並
列
し
て
い
る
構
図
が
看
取
で
き
）
45
（
る
。
こ
れ
は
未
遂

に
対
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
考
え
方
か
ら
も
わ
か
る
。
免
状
鑑
札
等
の
偽
造
罪
の
第
一
案
第
一
二
条
「
此
一
節
ニ
記
載
シ
タ
ル
未
遂
犯
罪

ハ
法
例
ニ
照
シ
テ
処
断
ス
」
と
い
う
条
文
の
具
体
的
な
適
用
例
と
し
て
「
贋
造
ヲ
為
シ
掛
ケ
タ
ル
半
途
ノ
場
合
」、「
使
用
セ
ン
ト
シ
テ
仕

損
シ
タ
ル
場
合
」、「
贋
造
シ
タ
ル
本
人
ニ
ア
ラ
ザ
ル
者
ノ
之
ヲ
使
用
セ
ン
ト
シ
テ
仕
損
シ
タ
ル
場
合
」
を
挙
げ
、「
偽
造
」
と
「
行
使
」

が
各
々
に
未
完
成
な
場
合
を
文
書
偽
造
罪
の
未
遂
と
し
て
示
し
て
い
）
46
（
る
。
す
な
わ
ち
、「
偽
造
し
て
行
使
」
の
未
遂
が
「
偽
造
」
な
の
で

は
な
）
47
（

く
、「
偽
造
」、「
行
使
」
は
個
別
的
、
並
列
的
に
存
在
し
、
そ
の
上
位
に
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
の
両
者
が
揃
っ
た
「
偽
造
し
て
行

使
」
が
基
本
行
為
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
議
論
を
み
る
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
自
説
を
強
固
に
主
張
せ
ず
、
鶴
田
の
意
見
を
出
来
る
限
り

考
慮
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
実
害
の
未
発
生
及
び
総
則
の
未
遂
の
適
用
を
理
由
と
し
て
明
文
規
定
の
削
除
を
求
め
た
鶴
田
の
主
張
に
よ
り
、

「
偽
造
」
の
み
の
規
定
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
「
情
ヲ
知
テ
行
使
」
と
い
う
行
為
が
確
定
稿
第
二
三
七
条
第
三
）
48
（
項
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
第
一
項
で

「
偽
造
し
て
行
使
」、
第
二
項
で
「
変
造
し
て
行
使
」
が
定
め
ら
れ
た
が
、
第
三
項
と
し
て
偽
造
へ
関
与
せ
ず
に
「
行
使
」
の
み
を
行
う
場

合
で
あ
る
「
情
を
知
っ
て
行
使
」
へ
の
処
罰
が
明
言
さ
れ
た
。
三
者
に
対
す
る
刑
罰
は
全
て
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
鶴
田
の
理
解
に
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立
脚
す
る
と
「
情
を
知
っ
て
行
使
」
は
敢
え
て
明
文
を
置
か
ず
と
も
当
然
に
処
罰
の
対
象
行
為
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
害
の
発
生
を
以

て
「
偽
造
し
て
行
使
」
が
処
罰
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
同
じ
く
実
害
が
発
生
す
る
「
行
使
」
の
み
も
当
然
に
同
刑
が
科
さ
れ
る
。
反
対
に
、

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
で
は
「
行
使
」
と
「
偽
造
」
は
基
本
行
為
た
る
「
偽
造
し
て
行
使
」
の
下
位
と
し
て
個
別
に
存
在
し
、
減
等
し
て

処
罰
さ
れ
る
べ
き
行
為
な
の
で
、「
情
ヲ
知
テ
行
使
」
と
い
う
条
文
は
「
行
使
」
の
み
を
処
罰
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
情

を
知
っ
て
行
使
」
と
い
う
規
定
は
、
鶴
田
に
は
敢
え
て
明
文
化
す
る
必
要
の
無
い
も
の
で
あ
り
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
す
れ
ば
本
来
は
基
本

行
為
た
る
「
偽
造
し
て
行
使
」
の
刑
罰
か
ら
一
等
を
減
ず
る
べ
き
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、「
行
使
」
の
み
が
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
結
果

自
体
は
両
者
の
理
解
に
合
致
す
る
の
で
、
折
衷
案
と
し
て
「
情
を
知
っ
て
行
使
」
が
規
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
）
49
（

る
。

　
以
上
か
ら
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
文
書
偽
造
罪
の
行
為
に
対
し
て
異
な
る
理
解
を
持
ち
、
そ
の
折
衷
案
と
も
い
え
る
条
文
が
設
置
さ

れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
当
該
条
文
は
次
に
述
べ
る
刑
法
草
案
審
査
局
で
削
除
さ
れ
て
し
ま
う
。

㈡
　
刑
法
審
査
修
正
案
の
検
討

　
司
法
省
で
の
最
終
案
は
日
本
刑
法
草
案
と
し
て
明
治
一
〇
年
一
一
月
二
八
日
に
太
政
官
へ
上
呈
さ
れ
た
後
、
同
案
の
審
査
を
目
的
と
し

て
日
本
人
の
み
で
構
成
さ
れ
た
刑
法
草
案
審
査
局
（
以
下
、
審
査
局
と
呼
称
）
が
修
正
）
50
（

し
、
一
二
年
六
月
二
五
日
に
は
四
編
四
三
〇
条
か
ら

成
る
刑
法
審
査
修
正
案
と
し
て
太
政
官
へ
提
出
さ
れ
、
一
三
年
三
月
に
同
案
が
元
老
院
へ
下
付
、
四
月
に
確
定
案
が
上
奏
さ
れ
、
七
月
一

七
日
に
旧
刑
法
の
公
布
と
な
っ
た
。
本
稿
の
対
象
で
あ
る
文
書
偽
造
罪
は
元
老
院
で
変
更
が
加
え
ら
れ
た
形
跡
は
無
）
51
（

く
、
重
ね
て
、
刑
法

審
査
修
正
案
は
旧
刑
法
の
条
文
と
内
容
的
相
違
が
無
い
こ
と
か
ら
、
同
案
が
施
行
刑
法
の
直
接
的
且
つ
実
質
的
な
草
稿
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
同
案
の
具
体
的
な
編
纂
作
業
の
様
子
は
残
念
な
が
ら
不
明
な
の
）
52
（
で
、
こ
こ
で
は
日
本
刑
法
草
案
と
の
対
比
と
い
う
形
で
検
討
を
行

い
た
い
。

　
日
本
刑
法
草
）
53
（
案
と
刑
法
審
査
修
正
）
54
（
案
の
条
文
を
比
べ
る
と
、
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
理
解
の
相
違
が
表
れ
て
い
る
と
前
節
で
推
測
し
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た
「
情
を
知
っ
て
行
使
」
と
い
う
条
項
が
修
正
案
で
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
）
55
（
る
。
繰
返
し
に
な
る
が
、
司
法
省
の
議
論
か
ら
は
文

書
偽
造
罪
の
行
為
に
つ
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
「
偽
造
し
て
行
使
」
を
基
本
行
為
と
し
、
そ
の
下
で
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
を
個
別
的
、

並
列
的
に
理
解
し
て
い
た
が
、
鶴
田
は
「
偽
造
し
て
行
使
」
を
基
本
行
為
と
し
な
が
ら
も
、
段
階
的
、
連
続
的
に
「
偽
造
」「
偽
造
し
て

行
使
」「
行
使
」
を
把
握
し
て
い
た
。
鶴
田
の
見
解
で
は
実
害
を
発
生
さ
せ
る
「
行
使
」
は
明
文
規
定
が
無
く
と
も
処
罰
可
能
な
行
為
な

の
で
、
刑
法
審
査
修
正
案
で
の
当
該
条
項
の
削
除
は
合
理
的
と
い
え
る
。
反
対
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
視
点
に
立
つ
と
「
行
使
」
の
み
を
処

罰
で
き
な
く
な
り
、
彼
の
見
解
と
矛
盾
し
た
修
正
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
）
56
（
い
。
つ
ま
り
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
参
加
し
な
い
審
査
局
で
、
鶴
田

の
理
解
に
沿
う
修
正
が
加
え
ら
れ
て
旧
刑
法
に
お
け
る
文
書
偽
造
罪
の
行
為
に
関
す
る
規
定
が
完
成
し
た
の
で
あ
）
57
（

る
。

㈢
　
小
　
括

　
文
書
偽
造
罪
の
行
為
に
二
個
の
見
解
が
存
在
し
た
こ
と
は
『
刑
法
訓
令
類
纂
並
附
）
58
（
則
』
に
あ
る
明
治
一
五
年
八
月
一
六
日
の
内
）
59
（
訓
か
ら

も
わ
か
り
、
文
書
の
偽
造
者
と
共
犯
又
は
従
犯
の
関
係
に
無
い
者
が
偽
造
文
書
を
行
使
し
た
場
合
に
対
す
る
処
罰
の
疑
義
に
対
し
て
、

「
行
使
」
の
み
で
も
文
書
偽
造
罪
の
成
立
を
認
め
る
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
解
説
で
は
「
他
人
ノ
偽
造
ニ
係
ル
ヲ
知
リ
行
使
シ
タ

ル
者
ノ
件
ニ
付
テ
ハ
刑
法
編
纂
ノ
時
ヨ
リ
不
備
ト
論
ス
ル
者
」
と
「
官
ノ
文
書
以
下
ハ
行
使
ス
ル
ヲ
専
ラ
責
ム
ヘ
キ
者
ト
ス
故
ニ
他
人
ノ

偽
造
シ
タ
ル
情
ヲ
知
テ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
己
レ
自
ラ
偽
造
セ
ス
ト
雖
ト
モ
偽
造
シ
テ
行
使
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
処
分
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
ト
論
シ
タ

ル
者
」
が
い
た
と
述
べ
た
う
え
で
、
当
局
は
「
今
之
ヲ
覆
考
ス
ル
ニ
法
律
ノ
不
備
ト
シ
テ
之
ヲ
不
問
ニ
置
ク
ヨ
リ
此
論
ニ
従
ヒ
偽
造
シ
テ

行
使
シ
タ
ル
者
ヲ
以
テ
論
ス
ル
ヲ
穏
当
ノ
解
釈
ト
考
量
」
す
る
と
明
示
す
）
60
（

る
。
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
各
論
者
の
具
体
名
を
特
定
す
る

情
報
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
鶴
田
の
理
解
に
各
々
が
合
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

　
以
上
を
勘
案
す
る
と
、
旧
刑
法
に
お
け
る
文
書
偽
造
罪
の
行
為
規
定
を
制
定
過
程
か
ら
み
る
と
、
形
式
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
提
示
し
た

西
欧
系
刑
法
典
に
範
を
と
る
も
の
の
、
内
容
に
は
鶴
田
の
主
張
が
看
取
で
き
よ
う
。
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四
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
鶴
田
の
理
解
の
根
拠

　
本
章
で
は
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
理
解
の
根
拠
を
探
り
、
相
違
が
生
じ
た
基
因
を
検
討
し
た
い
。

㈠
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

1　
『
刑
法
草
案
註
釈
』
に
み
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
理
解

　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
旧
刑
法
の
施
行
後
に
『
刑
法
草
案
註
釈
』（
以
下
、『
註
釈
』
と
呼
）
61
（

称
）
を
著
し
、
施
行
刑
法
及
び
日
本
刑
法
草
案
に
対

す
る
解
説
と
批
判
を
整
理
し
、
自
身
で
再
考
し
た
草
案
を
載
せ
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
同
書
に
あ
る
彼
の
草
案
を
主
な
対
象
と
し
て
検

討
を
進
め
た
い
。

　
さ
て
、
官
文
書
偽
造
罪
は
第
二
三
七
条
か
ら
第
二
三
九
条
に
規
定
さ
れ
、
第
二
三
七
条
で
官
吏
以
外
の
者
に
よ
る
行
為
に
つ
い
て
、
四

項
を
設
け
て
処
罰
対
象
を
列
挙
し
て
い
）
62
（

る
。
第
一
項
に
偽
造
、
第
二
項
に
変
造
、
第
三
項
に
官
吏
が
官
文
書
を
作
成
す
る
際
に
虚
偽
の
事

実
を
述
べ
る
こ
と
、
第
四
項
に
偽
造
又
は
変
造
に
関
与
せ
ず
と
も
偽
造
文
書
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
当
該
文
書
を
行
使
す
る
こ
と
を

定
め
、
各
々
に
軽
懲
役
を
科
す
。
そ
し
て
、
末
文
に
「
偽
造
ニ
加
功
シ
及
ヒ
偽
）
63
（

用
ヲ
ナ
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲
役
ノ
最
長
期
ヲ
以
テ
論
ス
」
と

付
言
し
、「
偽
造
し
て
行
使
」
に
、
基
本
行
為
た
る
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
よ
り
重
い
処
罰
を
設
定
す
る
。
ま
た
、
官
吏
が
行
為
主
体
の

場
合
は
第
二
三
八
条
で
重
懲
役
を
科
す
。

2　

行
為
の
体
系

　
彼
は
、
旧
刑
法
で
は
「
偽
造
」
の
み
、「
行
使
」
の
み
、
官
吏
に
対
す
る
虚
偽
申
請
を
行
う
三
者
が
不
処
罰
だ
と
難
じ
、「
偽
造
」
と

「
行
使
」
に
は
、
道
徳
的
悪
（m

al m
oral

）
と
社
会
的
害
悪
（m

al social

）
の
権
衡
か
）
64
（

ら
同
程
度
の
処
罰
性
を
認
め
て
同
刑
を
科
）
65
（

す
。
ま
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た
、
第
二
三
七
条
末
文
で
「
偽
造
し
て
行
使
」
へ
、
よ
り
重
い
処
罰
を
規
定
す
る
こ
と
も
併
せ
る
と
、
こ
の
構
造
は
司
法
省
の
議
論
か
ら

抽
出
し
た
彼
の
理
解
と
合
致
）
66
（

し
、
自
説
に
よ
っ
て
旧
刑
法
を
修
正
す
る
姿
勢
が
わ
か
る
。

3　

法
定
刑

　
次
に
法
定
刑
を
み
る
と
、「
偽
造
し
て
行
使
」
に
対
し
て
は
、
基
本
類
型
と
し
て
設
定
し
た
、
官
吏
以
外
の
者
に
よ
る
「
偽
造
」
又
は

「
行
使
」
へ
の
刑
罰
の
最
長
期
間
を
科
す
に
止
め
て
い
）
67
（

る
。
加
等
と
し
な
い
理
由
は
、
加
重
類
型
で
あ
る
官
吏
が
行
為
主
体
の
場
合
へ
の

刑
罰
が
重
懲
）
68
（
役
で
あ
る
の
で
、
基
本
類
型
に
対
す
る
刑
罰
が
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
と
説
明
す
）
69
（
る
。
ま
た
、
官
吏
が
行
為
主

体
の
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
の
行
為
体
系
を
定
め
て
い
る
）
70
（

が
、
そ
の
際
に
法
定
刑
が
加
等
に
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。
一
八
一
〇
年
刑
法
典
に
お
い
て
は
官
吏
に
よ
る
「
偽
造
」
の
み
に
無
期
強
制
労
）
71
（
働
、
官
吏
以
外
の
者
に
よ
る
偽
造
官
文
書
の
「
行

使
」
の
み
に
有
期
強
制
労
）
72
（

働
が
規
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
過
度
に
「
厳
酷
」（「rigu

）
73
（eur

」）
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
認
識
に
よ
っ
て
実

際
に
は
減
軽
し
て
処
罰
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
本
草
案
で
は
一
八
一
〇
年
刑
法
典
の
「
厳
酷
」（「sév

）
74
（ère

」）
の
緩
）
75
（
和
を
目
し
た

と
す
）
76
（

る
。

　
そ
こ
で
、
一
八
一
〇
年
刑
法
）
77
（
典
の
文
書
偽
造
）
78
（
罪
を
み
る
）
79
（
と
、
公
文
書
偽
造
罪
、
私
文
書
偽
造
罪
、
旅
券
及
び
行
程
書
偽
造
罪
の
三
節
に

分
立
さ
れ
る
が
、
行
為
に
関
し
て
は
各
節
を
通
し
て
同
様
に
定
め
ら
れ
る
。「
偽
造
」
と
「
行
使
」
が
別
個
の
条
文
と
し
て
設
け
ら
れ
て

い
る
も
の
の
、
科
さ
れ
る
刑
罰
は
客
体
ご
と
に
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
で
同
様
で
あ
り
、
両
者
に
対
し
て
同
程
度
の
処
罰
性
が
認
め
ら
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
例
と
し
て
、
旧
刑
法
で
基
本
類
型
と
さ
れ
た
官
吏
以
外
の
者
に
よ
る
場
合
を
み
る
と
、「
偽
造
」
と
「
行
使
」
が

個
別
に
行
わ
れ
た
場
合
へ
、
各
々
に
有
期
強
制
労
働
が
科
せ
ら
れ
て
い
）
80
（

る
。
つ
ま
り
、『
註
釈
』
内
の
草
案
は
一
八
一
〇
年
刑
法
典
と
同

様
の
基
本
行
為
を
設
定
し
た
う
え
で
、「
偽
造
し
て
行
使
」
と
い
う
行
為
類
型
を
追
加
し
、
且
つ
全
体
的
に
法
定
刑
を
引
き
下
げ
て
い
）
81
（
る

こ
と
が
わ
か
り
、
同
法
典
の
改
良
と
い
う
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
図
が
看
取
で
き
る
。
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4　

小　

括

　『
註
釈
』
に
み
え
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
理
論
構
成
と
、
司
法
省
で
の
議
論
か
ら
わ
か
る
そ
れ
は
基
本
的
な
方
向
性
が
合
致
し
、
並
列
す

る
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
に
比
し
て
高
い
処
罰
性
を
「
偽
造
し
て
行
使
」
に
認
め
る
。
こ
れ
は
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
を
基
本
類
型
と
す

る
一
八
一
〇
年
刑
法
典
の
体
系
を
基
盤
と
し
て
「
偽
造
し
て
行
使
」
を
付
加
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
法
定
刑
に
つ
い
て
も
一
八

一
〇
年
刑
法
典
の
過
度
な
「sévère

」（「
厳
酷
」）
を
克
服
し
た
と
自
負
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
旧
刑
法
に
お
け
る
文
書
偽
造
罪
の
行
為
規

定
に
対
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
目
標
は
一
貫
し
て
、
一
八
一
〇
年
刑
法
典
の
改
善
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
82
（
か
。

㈡
　
律
系
刑
法
典
か
ら
み
た
文
書
偽
造
罪

　
次
に
鶴
田
の
見
解
に
対
す
る
検
討
を
試
み
た
い
が
、
残
念
な
が
ら
刑
法
に
対
す
る
鶴
田
の
理
解
を
体
系
的
に
示
し
た
著
書
は
発
見
さ
れ

て
い
な
）
83
（
い
。
そ
こ
で
、
旧
刑
法
を
編
纂
す
る
背
後
で
現
行
法
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
た
新
律
綱
領
と
改
定
律
）
84
（
例
を
考
察
の
対
象
と
し
て
採

上
げ
、
編
纂
へ
の
影
響
を
検
討
し
た
い
。
鶴
田
は
万
延
二
年
か
ら
約
一
年
半
の
間
に
律
を
学
修
し
、
そ
の
後
も
研
鑽
を
積
み
、
明
治
二
年

に
は
大
学
校
で
教
鞭
を
と
る
と
と
も
に
、
刑
法
官
で
刑
律
取
調
を
命
じ
ら
れ
て
新
律
綱
領
の
編
纂
に
参
加
し
、
施
行
後
は
そ
の
運
用
に
携

わ
っ
）
85
（
た
。
青
年
時
代
に
鶴
田
が
培
っ
た
律
の
法
的
思
考
は
、
新
律
綱
領
の
作
成
に
影
響
を
与
え
る
と
と
も
に
、
運
用
者
と
し
て
得
た
法
的

経
験
に
よ
っ
て
更
に
陶
冶
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
新
律
綱
領
と
そ
の
補
完
関
係
に
あ
る
改
定
律
例
は
、
鶴
田
の
法
的
思
考
の
淵

源
を
探
る
重
要
な
素
材
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
規
定
と
運
用
を
考
察
す
る
。

1　

新
律
綱
領
及
び
改
定
律
例
の
規
定

　
ま
ず
、
文
書
偽
造
罪
の
条
）
86
（
文
を
整
理
す
る
。
新
律
綱
領
で
は
「
官
ノ
文
書
」（
以
下
、
官
文
書
と
表
記
）
に
関
す
る
処
罰
が
規
定
さ
れ
る

の
み
で
、
私
書
偽
造
が
刑
法
典
に
規
定
さ
れ
た
の
は
改
定
律
例
で
あ
る
。
新
律
綱
領
に
は
官
文
書
を
「
詐
為
シ
、
及
ビ
増
減
」
す
る
こ
と

が
基
本
行
為
と
さ
れ
、
減
軽
規
定
と
し
て
「
未
ダ
施
行
セ
ザ
ル
者
ハ
、
各
一
等
」
と
定
め
ら
れ
）
87
（

る
。
つ
ま
り
、「
詐
為
シ
、
及
ビ
増
減
」
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と
は
文
書
を
「
偽
造
」
し
、
か
つ
当
該
文
書
を
「
行
使
」
す
る
行
為
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
私
書
偽
造
は
改
定
律
例
第
二
四
六
条
に

「
詐
為
シ
、
及
ビ
増
減
」
が
基
本
行
為
と
さ
れ
、「
偽
造
」
の
み
へ
の
明
文
は
無
い
が
、
明
治
七
年
一
〇
月
二
八
日
付
の
足
柄
裁
判
所
伺
と

そ
れ
に
対
す
る
指
令
で
官
文
書
偽
造
罪
に
準
じ
て
基
本
行
為
へ
の
処
罰
か
ら
一
等
を
減
じ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
）
88
（
る
。
つ
ま
り
、
新
律
綱
領

と
改
定
律
例
に
お
け
る
文
書
偽
造
罪
の
基
本
行
為
は
「
偽
造
し
て
行
使
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
一
等
を
減
じ
た
処
罰
の
対
象
と
し
て
「
偽

造
」
の
み
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
官
文
書
に
限
っ
て
は
「
其
当
該
ノ
官
司
」
が
偽
造
文
書
と
「
知
テ
聴
行
ス
ル
」
と
き
は
「
詐
為
シ
、

及
ビ
増
減
」
し
た
場
合
と
同
刑
に
処
す
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。「
聴
行
」
と
は
「
其
偽
又
ハ
増
セ
ン
ヲ
知
テ
。
差
止
メ
モ
セ
ザ
）
89
（
ル
」
こ
と

で
あ
り
、
偽
造
文
書
と
知
り
な
が
ら
も
官
吏
が
そ
の
職
務
上
で
当
該
文
書
を
行
使
す
る
と
き
、
す
な
わ
ち
「
情
を
知
っ
て
行
使
」
に
は
基

本
行
為
の
「
偽
造
し
て
行
使
」
と
同
刑
が
科
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
新
律
綱
領
と
改
定
律
例
で
は
未
分
化
な
が
ら
も
文
書
偽
造
罪
の
行
為
が
段
階
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
）
90
（

る
。
こ
こ
で
、
司
法

省
で
の
議
論
か
ら
抽
出
し
た
鶴
田
の
理
解
を
想
起
す
る
と
、
同
罪
の
行
為
体
系
が
両
法
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
鶴
田
は
「
偽

造
し
て
行
使
」
を
基
本
行
為
と
し
、
実
害
の
発
生
と
い
う
観
点
か
ら
「
行
使
」
の
み
が
行
わ
れ
た
場
合
を
基
本
類
型
と
同
視
し
、「
偽

造
」
の
み
は
未
遂
と
し
て
理
解
し
て
い
た
が
、
こ
の
枠
組
み
は
本
節
で
述
べ
た
新
律
綱
領
及
び
改
定
律
例
と
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

段
階
的
な
理
解
に
よ
っ
て
同
罪
の
行
為
を
把
握
し
、「
行
使
」
の
み
と
基
本
行
為
た
る
「
偽
造
し
て
行
使
」
が
同
様
の
処
罰
が
な
さ
れ
る

点
で
両
者
に
共
通
性
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

2　

新
律
綱
領
及
び
改
定
律
例
の
運
用

　
次
に
新
律
綱
領
及
び
改
定
律
例
の
実
際
の
運
用
を
整
理
し
、
旧
刑
法
の
編
纂
作
業
の
背
後
に
お
け
る
両
法
の
運
用
に
検
討
を
加
え
、
旧

刑
法
と
の
関
連
性
を
考
え
た
）
91
（
い
。
よ
っ
て
、
新
律
綱
領
と
改
定
律
例
の
両
法
が
並
行
的
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
明
治
六
年
か
ら
、

旧
刑
法
の
実
質
的
な
最
終
稿
で
あ
る
刑
法
審
査
修
正
案
が
元
老
院
に
提
出
さ
れ
た
明
治
一
二
年
六
月
ま
で
の
運
）
92
（

用
を
対
象
と
す
）
93
（

る
。
そ
の

素
材
と
し
て
「
伺
・
指
令
裁
判
体
）
94
（
制
」
を
背
景
に
し
て
明
治
六
年
か
ら
同
一
一
年
の
間
に
各
裁
判
所
や
府
県
か
ら
提
起
さ
れ
た
法
の
適
用
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に
関
す
る
疑
義
及
び
そ
れ
に
対
す
る
明
法
寮
か
ら
の
回
答
を
登
載
し
た
『
司
法
省
日
誌
』（
以
下
、『
日
誌
』
と
呼
）
95
（

称
）
と
、
現
在
閲
覧
可
能

で
あ
る
刑
事
事
件
の
判
）
96
（

例
と
し
て
明
治
八
年
以
降
の
大
審
院
判
決
の
中
か
ら
、
文
書
偽
造
罪
に
関
す
る
標
題
を
掲
げ
、
且
つ
「
行
為
」
を

主
な
争
点
に
し
て
い
る
も
の
を
整
理
し
た
。
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
下
記
に
述
べ
る
事
案
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
は
他
罪
と
の
関
係

に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
）
97
（
た
。

　
　
⑴
　
返
済
の
意
思

　
ま
ず
、
最
も
早
い
日
付
を
確
認
で
き
る
事
例
は
『
日
誌
』
の
明
治
七
年
八
月
二
四
日
付
の
島
根
県
伺
と
そ
れ
に
対
す
る
回
）
98
（
答
で
、
偽
造

し
た
証
書
で
借
金
を
し
た
と
き
に
返
済
の
意
思
が
無
い
場
合
に
は
詐
偽
取
財
条
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
が
、
返
済
の
意
思
が
存
在
し
た
の

で
あ
れ
ば
文
書
偽
造
罪
が
成
立
し
、
そ
の
負
債
に
つ
い
て
は
民
事
裁
判
で
の
対
処
が
明
言
さ
れ
）
99
（
る
。
ま
た
、
明
治
八
年
二
月
九
日
付
の
広

島
県
）
100
（

伺
で
は
、
返
済
の
意
思
は
「
其
資
力
ア
リ
テ
直
ニ
償
却
ス
ル
目
的
ア
ル
者
」
に
限
ら
ず
、「
其
金
直
ニ
出
来
ス
ル
目
的
無
之
者
ニ
候

ヘ
共
一
時
ノ
究

（
マ
マ
）迫

ニ
依
リ
貸
借
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
追
々
償
却
セ
ン
ト
申
出
ル
者
」
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
書
を

「
偽
造
」
し
て
当
該
文
書
を
「
行
使
」
し
た
際
に
、
返
済
の
意
思
が
無
い
場
合
は
詐
偽
取
財
条
が
成
立
し
、
返
済
の
意
思
が
あ
る
場
合
は

文
書
偽
造
罪
が
成
立
す
る
こ
と
が
支
配
的
な
見
解
で
あ
っ
た
と
わ
か
）
101
（
る
。
大
審
院
で
も
同
様
に
、
明
治
一
二
年
四
月
二
二
日
判
決
第
七
一

号
「
詐
偽
私
文
書
ノ
）
102
（

件
」
で
裁
決
の
際
に
「
償
還
ノ
意
ア
リ
シ
ヤ
又
ハ
詐
欺
ス
ル
意
ヤ
ヲ
審
定
」
す
る
必
要
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
明
治
一
一
年
九
月
一
二
日
判
決
第
二
三
九
号
「
私
ノ
文
書
ヲ
詐
為
セ
シ
）
103
（
件
」
で
は
、
返
済
の
意
思
が
無
い
場
合
に
は
詐
偽
取

財
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
偽
造
証
書
で
借
り
受
け
た
金
員
を
返
済
す
る
た
め
、
さ
ら
に
他
の
証
書
を
偽
造
す
る
行

為
に
は
、
改
定
律
例
第
二
四
六
条
が
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
偽
造
文
書
を
使
っ
て
「
抵
当
ト
セ
シ
罪
ハ
雑
犯
律
不
応
為
重
」
が
成
立
し
て

い
る
。
そ
の
際
、「
偽
造
」
に
は
私
文
書
偽
造
罪
が
、
金
員
借
用
行
為
に
返
済
の
意
思
が
あ
る
場
合
に
は
雑
犯
律
不
応
為
）
104
（
条
、
無
い
場
合

に
は
詐
欺
取
財
条
が
成
立
す
る
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
書
偽
造
罪
は
「
偽
造
」
の
み
を
以
て
成
立
し
、
返
済
の
意

思
の
有
無
に
応
じ
て
「
行
使
」
に
詐
偽
取
財
条
か
雑
犯
律
不
応
為
条
の
成
立
が
選
択
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
先
に
挙
げ
た
事
例
と
は
異
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な
る
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、「
行
使
」
へ
言
及
せ
ず
に
文
書
偽
造
罪
の
み
が
成
立
す
る
事
例
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
三
件
を
発
見
し
た
。
ま
ず
、
明
治

八
年
第
六
号
司
法
省
裁
判
所
言
）
105
（
渡
で
は
、
水
油
を
買
い
入
れ
る
際
に
自
ら
偽
造
し
た
「
身
元
引
受
証
書
ヲ
差
入
ル
ル
科
」
に
私
文
書
偽
造

罪
が
成
立
す
る
も
の
の
、
損
害
の
発
生
等
に
は
言
及
が
な
い
。
次
に
明
治
八
年
第
一
三
号
司
法
省
裁
判
所
言
）
106
（
渡
で
は
為
替
に
関
す
る
「
証

書
ノ
文
意
ヲ
書
替
金
子
ヲ
詐
取
ン
ト
ス
ル
科
」
に
私
文
書
偽
造
罪
が
言
渡
さ
れ
、
騙
し
取
ろ
う
と
し
た
段
階
で
文
書
偽
造
罪
が
成
立
す
る

こ
と
が
看
取
で
き
る
。
ま
た
、
明
治
八
年
第
三
八
号
司
法
省
裁
判
所
言
）
107
（
渡
で
は
他
人
に
「
申
聞
モ
致
サ
ス
同
人
名
前
ノ
書
面
ヲ
取
拵
ル

科
」
に
対
し
て
私
書
偽
造
罪
が
認
め
ら
れ
、「
偽
造
」
の
み
が
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
金
員
に
お
け
る
損
害
が
無
い

「
偽
造
」
の
み
で
文
書
偽
造
罪
成
立
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
当
初
は
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
が
明
確
に
分
離
し
て
お
ら
ず
、
他
罪
と
区
別
す
る
た
め
に
返
済
の
意
思
の
有
無
が
問
題
と
さ

れ
、
返
済
の
意
思
が
あ
る
場
合
に
文
書
偽
造
罪
が
成
立
す
る
と
解
さ
れ
た
が
、
徐
々
に
、
損
害
が
生
じ
な
い
結
果
と
い
う
も
の
が
文
書
偽

造
罪
を
構
成
す
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
進
ん
で
、
損
害
の
生
じ
て
い
な
い
状
況
、
す
な
わ
ち
結
果
が
生
じ
る
前
段
階
が
文

書
偽
造
罪
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
理
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
換
言
す
れ
ば
、
結
果
を
発
生
さ
せ
る
手
段
こ
そ
が
文
書
偽

造
罪
の
本
質
で
あ
り
、
そ
の
手
段
性
を
表
徴
す
る
「
偽
造
」
が
同
罪
の
主
た
る
構
成
要
因
と
な
っ
た
と
同
時
に
、
結
果
を
直
接
的
に
発
生

さ
せ
る
「
行
使
」
は
他
罪
を
構
成
さ
せ
る
要
素
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
返
済
の
意
思
が
有
す
る
働
き
は
損
害
の
相
殺
で
あ
り
、

文
書
を
使
用
す
る
「
行
使
」
に
認
め
ら
れ
る
処
罰
性
の
打
消
し
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
文
書
偽
造
罪
と
他
罪
が
同
時
に
成

立
す
る）
108
（

と
判
断
さ
れ
た
事
例
を
次
に
紹
介
し
た
い
。

　
　
⑵
　
他
罪
と
の
関
係

　
ま
ず
、
新
律
綱
領
の
賊
盗
律
中
に
「
官
私
ヲ
詐
欺
シ
テ
財
物
ヲ
取
ル
者
ハ
、
並
ニ
臟
ニ
計
ヘ
、
窃
盗
ニ
準
シ
テ
論
ズ
」
と
規
定
さ
れ
る

詐
欺
取
財
条
と
の
関
連
に
言
及
す
）
109
（
る
。
明
治
一
一
年
二
月
七
日
判
決
第
二
四
号
「
地
券
証
ヲ
偽
造
セ
シ
）
110
（
件
」
を
み
る
と
、
地
券
を
偽
造
し
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た
行
為
に
対
し
詐
為
官
文
書
条
、
そ
の
地
券
で
金
員
を
詐
取
し
た
行
為
に
詐
欺
取
財
が
言
渡
さ
れ
る
。
ま
た
、
偽
造
し
た
地
券
を
抵
当
と

し
て
金
員
を
借
り
た
事
例
に
対
す
る
明
治
一
一
年
一
月
二
八
日
判
決
第
一
五
）
111
（

号
で
は
、
地
券
に
押
す
県
印
を
偽
造
し
た
こ
と
に
偽
造
官
印

条
、
許
可
無
く
他
人
名
義
で
地
券
を
偽
造
し
た
こ
と
に
詐
為
官
文
書
条
、
当
該
地
券
で
の
金
員
借
用
に
詐
欺
取
財
条
が
認
め
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
文
書
の
「
偽
造
」
に
官
文
書
偽
造
罪
、
そ
の
偽
造
文
書
に
よ
っ
て
金
員
を
詐
取
す
る
行
為
に
詐
欺
取
財
条
が
成
立
す
る
。

　
次
に
改
定
律
例
第
二
四
七
条
対
詔
上
書
詐
不
以
実
条
）
112
（

例
を
み
た
い
。
同
条
は
官
吏
が
文
書
を
扱
う
際
に
人
民
が
虚
偽
申
請
す
る
こ
と
を

処
罰
す
る
。
明
治
一
一
年
五
月
三
一
日
判
決
第
一
四
三
号
「
私
ノ
文
書
ヲ
詐
為
シ
自
首
セ
シ
）
113
（
件
」
の
事
案
の
概
要
は
、
甲
が
乙
の
実
印
を

預
か
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
丙
に
よ
る
証
書
偽
造
の
提
案
に
端
を
発
し
、
甲
が
自
儘
に
乙
の
印
を
白
紙
に
押
し
て
丙
に
渡
し
、
丙
は
受

け
取
っ
た
用
紙
が
偽
造
物
と
丁
に
告
げ
た
う
え
で
乙
か
ら
金
員
を
借
り
た
旨
を
丁
と
共
に
記
載
し
た
後
、
丙
と
丁
は
債
務
の
履
行
を
求
め

て
当
該
偽
造
証
書
を
裁
判
所
へ
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
々
に
対
し
て
成
立
し
た
犯
罪
は
、
甲
に
は
窃
盗
条
と
改
定
律
例
第
二
四
六
条
、

丙
に
は
他
人
の
印
の
持
出
し
に
窃
盗
条
、
証
書
の
偽
造
に
改
定
律
例
第
二
四
六
条
、
出
訴
に
改
定
律
例
第
二
四
七
条
及
び
詐
欺
取
財
条
、

丁
に
は
私
書
偽
造
、
丙
の
「
従
」
と
し
て
出
訴
し
た
こ
と
に
改
定
律
例
第
二
四
七
条
及
び
詐
偽
取
財
条
が
認
め
ら
れ
）
114
（

る
。
つ
ま
り
、
偽
造

証
書
の
債
務
実
行
を
求
め
て
裁
判
所
へ
提
出
す
る
と
、「
偽
造
」
へ
文
書
偽
造
罪
が
、
裁
判
所
へ
提
出
し
た
行
為
に
改
定
律
例
第
二
四
七

条
と
詐
欺
取
財
条
が
適
用
さ
れ
る
。

3　

小　

括

　
当
初
は
未
分
化
で
あ
っ
た
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
の
分
離
が
進
行
し
、「
偽
造
」
が
文
書
偽
造
罪
を
構
成
す
る
要
素
と
な
っ
た
こ
と
が

右
の
事
例
か
ら
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
文
書
偽
造
罪
の
基
本
行
為
を
「
偽
造
し
て
行
使
」
と
し
、「
偽
造
」
の
み
に
は
一
等
を
減

じ
た
処
罰
を
定
め
る
新
律
綱
領
と
改
定
律
例
の
規
定
と
矛
盾
し
て
お
り
、
条
文
と
乖
離
し
た
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得 

な
）
115
（

い
。

　
こ
こ
で
、
司
法
省
の
議
論
で
み
た
鶴
田
の
理
解
を
想
起
す
る
と
、「
偽
造
し
て
行
使
」
が
基
本
行
為
と
し
た
う
え
で
「
行
使
」
の
み
の
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場
合
は
実
害
の
発
生
と
い
う
観
点
か
ら
基
本
行
為
と
同
様
の
刑
罰
を
科
す
が
、「
偽
造
」
は
未
遂
と
し
て
適
用
は
総
則
に
譲
る
と
彼
は
解

し
て
い
た
。
ま
た
、
旧
刑
法
の
施
行
後
に
行
わ
れ
た
質
疑
応
）
116
（

答
の
中
で
鶴
田
は
「
偽
造
」
の
み
が
行
わ
れ
る
場
合
へ
の
明
文
が
な
い
理
由

に
つ
い
て
、
文
書
偽
造
罪
は
「
使
用
セ
サ
レ
バ
罰
ヲ
科
セ
ス
」
と
し
て
「
偽
造
」
が
基
本
的
な
処
罰
対
象
で
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。
こ

の
二
つ
の
考
え
方
は
新
律
綱
領
と
改
定
律
例
の
規
定
に
あ
る
文
言
と
合
致
す
る
が
、
判
例
及
び
指
令
の
見
解
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
文
書
偽
造
罪
の
行
為
に
対
す
る
鶴
田
の
理
解
と
、
新
律
綱
領
と
改
定
律
例
の
運
用
に
表
れ
た
解
釈
は
異
な
り
、
反
対
に
両
法
に
規

定
さ
れ
た
行
為
体
系
の
枠
組
み
と
鶴
田
の
理
解
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
旧
刑
法
の
規
定
は
鶴
田
の
理
解
と

基
本
的
に
一
致
す
る
の
で
、
旧
刑
法
の
規
定
は
鶴
田
の
理
解
及
び
新
律
綱
領
と
改
定
律
例
の
条
文
に
類
し
、
反
対
に
新
律
綱
領
と
改
定
律

例
の
運
用
と
は
趣
旨
を
異
に
す
）
117
（
る
。

㈢
　
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
基
本
的
な
方
針
の
相
違

　
本
章
の
考
察
か
ら
、
旧
刑
法
に
お
け
る
文
書
偽
造
罪
の
行
為
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
次
の
二
点
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
は
母
国
の
法
典
の
改
良
を
目
し
、
第
二
に
当
時
の
日
本
で
は
現
行
法
の
運
用
に
条
文
と
の
乖
離
が
存
在
し
た
が
、
旧
刑
法
の
規
定

は
そ
の
現
行
法
の
条
文
構
成
と
相
等
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
勘
案
す
る
と
、
両
者
の
姿
勢
が
異
な
る
こ
と
を
推
察
で
き
よ
う
。
ボ
ア

ソ
ナ
ー
ド
は
改
善
し
た
一
八
一
〇
年
刑
法
典
の
編
纂
を
目
し
た
）
118
（
が
、
鶴
田
は
提
示
さ
れ
た
草
案
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
わ
が
国
に
お
け
る

条
文
と
運
用
の
乖
離
を
考
慮
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　
結
　
語

　
司
法
省
に
お
け
る
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
議
論
か
ら
両
者
が
異
な
る
枠
組
み
で
旧
刑
法
に
お
け
る
文
書
偽
造
罪
の
行
為
を
捉
え
て
い
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た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
起
因
を
彼
ら
の
母
国
の
法
典
に
お
け
る
規
定
と
そ
こ
で
培
っ
た
法
的
思
考
に
求
め
た
。
ま
た
、
両
者
に
は

編
纂
方
針
に
も
隔
た
り
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
察
で
き
、
現
状
の
改
善
と
い
う
向
上
的
な
目
的
を
と
も
に
持
ち
な
が
ら
）
119
（

も
、
文
書
偽
造
罪
の

行
為
に
限
れ
ば
そ
の
現
状
が
、
鶴
田
に
は
当
時
の
わ
が
国
で
み
ら
れ
た
条
文
と
判
例
の
乖
離
で
あ
り
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
は
一
八
一
〇
年

刑
法
典
の
規
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
文
書
偽
造
罪
の
歴
史
に
お
い
て
、
西
欧
系
法
典
の
外
的
形
式
や
法
的
思
考
、
理
論
体
系

が
移
入
さ
れ
た
旧
刑
法
は
重
要
な
転
換
点
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
に
は
律
系
刑
法
典
が
反
映
し
て
い
る
こ
）
120
（

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。
旧
刑
法
中
の
多
数
の
条
文
に
み
ら
れ
る
律
系
刑
法
典
の
影
響
は
先
学
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
旧
刑
法
か
ら
現
行
法
へ
切
り

替
わ
る
際
に
立
脚
す
る
立
場
を
フ
ラ
ン
ス
で
支
持
さ
れ
て
い
た
実
質
主
義
か
ら
ド
イ
ツ
の
形
式
主
義
に
転
向
し
た
と
い
わ
）
121
（

れ
、
一
八
一
〇

年
刑
法
典
に
倣
っ
て
作
成
さ
れ
た
旧
刑
法
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
式
と
い
う
要
素
が
具
体
的
に
表
れ
る
は
ず
の
当
該
犯
罪
類
）
122
（
型
で
す
ら
、
そ

の
内
実
が
律
系
刑
法
典
に
近
い
こ
と
は
旧
刑
法
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、
次
稿
で
は
刑
法
で
保
護
さ
れ
た
文
書
を
検
討
し
、
文
書
に
期
待
さ
れ
た
機
能
や
社
会
に
お
け
る
役
割
の
実
態
を
明
ら

か
に
し
て
旧
刑
法
の
文
書
偽
造
罪
に
対
す
る
更
な
る
考
察
を
試
み
た
い
。

（
1
）  

吉
井
蒼
生
夫
「
近
代
日
本
に
お
け
る
西
欧
型
刑
法
の
成
立
と
展
開
」（
同
『
近
代
日
本
の
国
家
形
成
と
法
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
八
）
一
〇

一
頁
。

（
2
）  

伊
東
研
祐
『
刑
法
講
義
各
論
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
）
一
―
二
頁
。

（
3
）  

吉
井
蒼
生
夫
氏
は
「
樹
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
国
家
構
想
の
刑
法
へ
の
反
映
」
と
と
も
に
「
天
皇
制
に
敵
対
す
る
勢
力
に
対
す
る
防
波
堤
と
し
て
の

機
能
を
期
待
」
さ
れ
た
「
皇
室
ニ
対
ス
ル
罪
」
の
制
定
過
程
を
論
じ
た
（「
旧
刑
法
の
制
定
と
「
皇
室
ニ
対
ス
ル
罪
」」（
吉
井
前
掲
書
、
所
収
）

一
六
〇
頁
）。
ま
た
、
内
田
誠
氏
は
天
皇
制
国
家
の
警
察
的
支
配
体
制
の
要
因
と
し
て
違
警
罪
の
編
纂
過
程
に
着
目
し
、
国
家
秩
序
が
統
合
さ
れ

る
様
相
を
「
不
平
等
条
約
の
改
正
と
国
内
の
支
配
秩
序
の
維
持
・
強
化
の
必
要
、
更
に
は
、
資
本
主
義
的
関
係
に
対
す
る
法
制
度
を
形
成
す
る
必

要
と
い
う
歴
史
的
条
件
を
持
ち
、「
泰
西
主
義
」
に
よ
る
立
法
事
業
の
一
環
」
と
評
し
た
（「
明
治
十
五
年
刑
法
第
四
編
違
警
罪
の
編
纂
と
ボ
ア
ソ
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ナ
ー
ド
」（『
法
研
論
集
』
三
三
、
一
九
八
四
）
五
九
頁
・「
明
治
前
期
に
お
け
る
行
政
警
察
的
取
締
法
令
の
形
成
」（『
早
稲
田
法
学
会
誌
』
第
三

三
巻
、
一
九
八
二
）
二
五
頁
）。
矢
野
祐
子
氏
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
は
日
本
固
有
の
法
文
化
を
温
存
す
る
意
志
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、

家
父
長
権
の
強
化
と
間
接
的
支
配
の
実
効
性
を
欲
し
た
明
治
政
府
の
指
針
に
沿
う
修
正
が
日
本
側
に
な
さ
れ
た
と
説
明
し
た
（「
旧
刑
法
に
お
け

る
「
祖
父
母
ニ
対
ス
ル
罪
」
の
成
立
」（
杉
山
晴
康
編
『
裁
判
と
法
の
歴
史
的
展
開
』
啓
文
堂
、
一
九
九
二
、
四
〇
二
頁
）。

（
4
）  
藤
原
明
久
氏
が
二
重
抵
当
と
抵
当
権
の
公
証
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
中
国
法
を
参
照
と
し
な
が
ら
も
、
多
発
す
る
犯
罪
の
実
情
や
公
証
に

対
す
る
信
用
性
の
向
上
を
図
っ
た
政
策
的
配
慮
な
ど
を
踏
ま
え
た
日
本
側
の
意
思
が
反
映
さ
れ
た
規
定
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
（「
明
治
13

年
公
布
「
刑
法
」（
旧
刑
法
）
の
二
重
抵
当
罪
規
定
の
成
立
と
抵
当
権
の
公
証
」『
修
道
法
学
』
二
八
巻
二
号
、
二
〇
〇
六
）。
ま
た
、
藤
田
正
氏

は
「
身
分
と
職
業
の
一
致
・
固
定
化
と
い
う
封
建
社
会
を
象
徴
す
る
犯
罪
」
と
し
て
「
雇
人
盗
」
を
検
討
し
、「
開
港
以
来
の
経
済
的
発
展
、
維

新
前
後
の
政
治
的
変
動
に
伴
う
人
口
と
身
分
の
流
動
化
に
対
応
を
目
指
し
た
」
施
策
を
背
景
に
雇
人
の
地
位
が
変
遷
す
る
様
子
を
論
じ
た
（「
明

治
前
期
に
お
け
る
「
雇
人
の
盗
罪
」

―
旧
刑
法
制
定
ま
で

―
」『
早
稲
田
法
学
』
五
七
巻
三
号
、
一
九
八
二
）。

（
5
）  

ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
近
代
日
本
の
法
典
編
纂

―
一
八
八
〇
年
刑
法
（
旧
刑
法
）
を
再
読
す
る

―
」（『
法
制
史
研
究
』
四
七
号
、
一
九
九

七
）
で
は
法
の
継
受
と
旧
刑
法
の
編
纂
が
包
括
的
に
考
察
さ
れ
た
。

（
6
）  

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
来
歴
は
大
久
保
泰
甫
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
）
を
参
照
。

（
7
）  

中
野
目
徹
「
本
書
の
課
題
と
方
法
」、「
文
書
行
政
か
ら
み
た
明
治
太
政
官
制
」（
同
『
近
代
史
料
学
の
射
程
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
〇
）。

（
8
）  

成
瀬
幸
典
「
文
書
偽
造
罪
の
史
的
考
察
（
一
）」（『
法
学
』
六
〇
号
、
一
九
九
六
）
一
二
八
頁
。

（
9
）  

川
端
博
『
文
書
偽
造
罪
の
理
論
』（
立
花
書
房
、
一
九
九
九
）
三
頁
。

（
10
）  

安
平
政
吉
『
文
書
偽
造
罪
の
研
究
』（
立
花
書
房
、
一
九
五
〇
）
一
九
頁
。

（
11
）  

磯
部
四
郎
『
改
正
刑
法
正
解
』（
六
合
館
、
一
九
〇
七
）
三
一
五
―
三
一
九
頁
。
安
平
前
掲
書
一
四
、
三
七
頁
以
下
。
磯
部
は
「
形
式
主
義
」

（「
独
逸
主
義
」）
は
文
書
偽
造
罪
を
「
文
書
ノ
形
式
ヲ
詐
ル
ノ
罪
」、「
実
質
主
義
」（「
仏
国
主
義
」）
は
同
罪
を
「
文
書
ニ
依
リ
テ
真
実
ヲ
詐
ル
ノ

罪
」
と
解
す
る
と
し
、「
旧
法
ハ
右
実
質
主
義
ヲ
採
用
セ
ル
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
一
般
ノ
定
説
タ
リ
本
法
ハ
果
シ
テ
如
何
余
ハ
其
ノ
所
謂
偽
造
、
変
造

ノ
罪
ト
ハ
正
ニ
刑
式
主
義
ニ
拠
リ
タ
ル
モ
ノ
タ
ル
ヲ
信
ス
ル
」
と
述
べ
る
。
も
っ
と
も
、
安
平
は
両
国
が
単
一
の
主
義
に
傾
倒
せ
ず
、
相
手
の
見

地
か
ら
修
正
を
加
え
つ
つ
運
用
し
て
い
る
と
説
明
す
る
。

（
12
）  

前
掲
吉
井
「
近
代
日
本
に
お
け
る
西
欧
型
刑
法
の
成
立
と
展
開
」
一
〇
一
頁
。

（
13
）  

前
掲
吉
井
「
近
代
日
本
に
お
け
る
西
欧
型
刑
法
の
成
立
と
展
開
」
一
〇
一
頁
。
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（
14
）  

山
火
正
則
「
現
行
「
文
書
偽
造
の
罪
」
規
定
の
成
立
過
程
」（『
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
三
巻
』
成
文
堂
、
一
九
九
八
）、
同
「
現

行
「
有
價
證
券
偽
ノ
罪
」
規
定
の
成
立
過
程
」（『
刑
事
法
学
の
総
合
的
検
討
（
下
）』
有
斐
閣
、
一
九
九
三
）。

（
15
）  

霞
信
彦
「
明
治
十
五
年
刑
法
第
三
一
一
条
に
関
す
る
一
考
察
」（
同
『
明
治
初
期
刑
法
の
基
礎
的
研
究
』
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
叢
書
、

一
九
九
〇
）
五
九
頁
。

（
16
）  
岩
谷
十
郎
「
旧
刑
法
の
編
纂
に
お
け
る
「
旧
な
る
も
の
」
と
「
新
な
る
も
の
」」（
同
『
明
治
日
本
の
法
解
釈
と
法
律
家
』
慶
應
義
塾
大
学
法
学

研
究
会
叢
書
、
二
〇
一
二
）
二
六
六
、
二
六
七
頁
。

（
17
）  

末
澤
国
彦
「
旧
刑
法
に
お
け
る
賭
博
罪
の
成
立
に
つ
い
て

―
西
洋
法
継
受
の
視
点
か
ら

―
」（『
法
学
研
究
年
報
』
二
八
巻
、
一
九
九
九
）

一
九
四
―
一
九
八
頁
。

（
18
）  

新
井
勉
「
明
治
日
本
に
お
け
る
内
乱
罪
の
誕
生
」（『
日
本
法
学
』
七
〇
巻
四
号
、
二
〇
〇
五
）
一
五
八
、
一
五
九
頁
。

（
19
）  

新
井
勉
「
西
欧
刑
法
の
継
受
と
盗
罪
⑴
―
⑷
法
の
継
受
に
お
け
る
固
有
法
の
抵
抗
」（『
日
本
法
学
』
六
七
―
一
〜
四
、
二
〇
〇
一
―
二
〇
〇

二
）
⑷
、
四
三
頁
。

（
20
）  

福
山
好
典
「
旧
刑
法
に
お
け
る
自
殺
ニ
関
ス
ル
罪
の
制
定
過
程
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
』
一
三
八
号
、
二
〇
一
一
）。

（
21
）  

今
回
は
条
文
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
「
行
為
」
の
種
類
に
主
眼
を
置
く
。「
行
為
」
と
い
う
概
念
自
体
が
い
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ

と
も
興
味
深
い
が
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
稿
を
改
め
て
検
討
を
試
み
た
い
。

（
22
）  

鶴
田
皓
の
来
歴
は
鶴
田
徹
『
続
元
老
院
議
官
鶴
田
皓

―
近
世
と
近
代
を
結
ん
だ
思
考

―
』（
鶴
鳴
社
、
二
〇
〇
八
）
等
を
参
照
。

（
23
）  

「
起
草
ノ
大
意
」
は
「
刑
法
草
案
編
集
日
誌
」（
早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編
『
日
本
刑
草
案
会
議
筆
記
』（
以
下
、『
会
議
筆
記
』
と
呼

称
）
別
冊
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
六
）
三
頁
に
所
載
。
ま
た
、
以
下
で
は
特
筆
し
な
い
限
り
、
文
書
偽
造
罪
の
議
論
を
収
め
た
第
Ⅱ
分

冊
の
頁
数
を
示
し
、
旧
字
体
略
字
体
は
常
用
漢
字
に
直
し
て
引
用
す
る
。
編
纂
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
新
井
勉
「
旧
刑
法
の
編
纂
（
一
）、

（
二
）」（『
法
学
論
叢
』
九
八
巻
一
号
、
四
号
、
一
九
七
五
、
一
九
七
六
）
を
基
本
的
に
参
照
と
す
る
。

（
24
）  

条
文
で
規
定
さ
れ
た
「
増
減
変
換
」
も
包
含
し
て
、「
偽
造
」
と
い
う
文
言
を
本
稿
で
は
使
う
。

（
25
）  

司
法
省
の
最
終
案
で
あ
る
「
確
定
稿
」
で
は
「
第
三
節
私
書
ヲ
偽
造
ス
ル
罪
」
と
い
う
標
題
だ
が
、
後
述
す
る
刑
法
草
案
審
査
局
で
「
私
印
」

が
客
体
に
追
加
さ
れ
た
の
で
名
称
も
変
更
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
主
に
司
法
省
で
の
議
論
を
検
討
す
る
の
で
、
理
解
の
統
一
を
図
る
た
め
に
「
私
書

偽
造
罪
」
と
呼
称
す
る
。

（
26
）  

確
定
稿
を
み
る
と
「
第
四
節
免
状
鑑
札
及
ヒ
保
証
状
ヲ
偽
造
ス
ル
罪
」
と
い
う
標
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
理
解
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
「
免
状
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鑑
札
等
の
偽
造
罪
」
と
統
一
し
て
呼
称
す
る
。

（
27
）  

霞
前
掲
書
、
一
七
―
一
八
頁
。

（
28
）  

第
一
案
の
官
文
書
偽
造
罪
に
つ
い
て
は
「
偽
造
」
と
い
う
日
本
語
が
使
わ
れ
る
が
、「
免
状
鑑
札
及
ヒ
保
証
状
ヲ
偽
造
ス
ル
罪
」
で
は
「
贋

造
」
と
い
う
文
言
が
使
わ
れ
る
。
第
一
案
「
免
状
鑑
札
及
ヒ
保
証
状
ヲ
偽
造
ス
ル
罪
」
の
検
討
に
お
け
る
鶴
田
の
説
明
で
は
、
従
来
の
邦
語
の
区

別
で
は
「
贋
造
」
は
「
真
正
ノ
物
ニ
模
擬
シ
テ
造
ル
」
こ
と
や
「
斯
ノ
如
ク
為
ス
ヘ
シ
ト
想
像
ス
ル
所
ノ
手
本
」
が
あ
る
場
合
と
し
て
貨
幣
等
に

使
わ
れ
る
が
、「
偽
造
」
は
「
其
模
擬
ス
ヘ
キ
真
正
ノ
物
ナ
ク
別
ニ
偽
リ
ノ
事
柄
ヲ
記
シ
テ
造
リ
タ
ル
」
こ
と
な
の
で
「
医
師
ノ
証
書
」
等
に
使

わ
れ
る
文
言
と
述
べ
ら
れ
る
（『
会
議
筆
記
』
一
二
二
三
頁
）。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
意
識
し
て
使
い
分
け
て
い
な
か
っ
た
が
今
後
は

右
の
区
別
を
踏
ま
え
、
文
書
偽
造
罪
は
「
贋
造
」
を
使
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
続
く
第
二
案
で
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
（
同
書
一
一
六
八
頁
）
も

の
の
、
第
一
稿
で
は
「
偽
造
」
に
戻
っ
て
い
る
（
同
書
一
一
七
〇
―
一
二
三
八
頁
）。
し
か
し
、
そ
の
理
由
は
明
記
さ
れ
ず
、
貨
幣
偽
造
罪
や
官

印
偽
造
罪
も
同
様
に
第
一
稿
か
ら
「
偽
造
」
の
語
句
に
統
一
さ
れ
る
が
、
そ
の
表
記
方
法
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
条
文
や
議
論

の
内
容
は
第
一
稿
以
降
の
「
偽
造
」
と
第
一
案
で
の
「
贋
造
」
に
異
な
る
意
味
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
く
、
本
稿
で
は
統
一
的
理
解
を
図
る
た
め

に
、
確
定
稿
中
の
「
偽
造
」
と
い
う
語
句
で
表
記
す
る
。

（
29
）  

『
会
議
筆
記
』
一
一
六
一
頁
。

（
30
）  

『
会
議
筆
記
』
一
〇
六
六
頁
、
一
一
二
一
頁
。

（
31
）  

『
会
議
筆
記
』
一
一
六
四
頁
。
新
律
綱
領
と
改
定
律
例
に
は
一
語
に
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
が
包
含
さ
れ
て
お
り
、
翻
訳
の
互
換
性
を
考
察
す

る
興
味
深
い
事
例
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く
は
後
述
。

（
32
）  

『
会
議
筆
記
』
一
一
六
三
頁
。

（
33
）  

『
会
議
筆
記
』
一
一
七
〇
頁
。

（
34
）  

「
鶴
田
検
事
講
述
　
刑
法
質
問
録
」（
鶴
田
前
掲
書
）
で
は
、
旧
刑
法
施
行
後
の
質
疑
録
の
中
で
鶴
田
は
文
書
の
「
偽
造
」
の
み
へ
の
明
文
が
無

い
理
由
を
、
偽
造
が
難
し
い
印
章
と
比
べ
て
「
紙
筆
ヲ
採
テ
容
易
ニ
偽
造
」
で
き
る
の
で
「
使
用
セ
サ
レ
バ
罰
ヲ
科
セ
ス
」
と
説
明
し
て
い
る

（
一
八
三
頁
）。

（
35
）  

「
実
害
の
発
生
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
本
稿
の
目
的
と
紙
幅
を
鑑
み
て
他
日
に
検
討
を
譲
る
。

（
36
）  

『
会
議
筆
記
』
一
一
六
一
頁
。

（
37
）  

『
会
議
筆
記
』
一
一
六
〇
頁
。
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（
38
）  

第
一
案
で
は
、
第
一
条
で
官
吏
が
行
為
主
体
の
場
合
を
基
本
類
型
と
し
て
軽
徒
刑
を
科
し
、
第
三
条
で
「
偽
造
」
の
み
の
場
合
を
「
一
等
減
」、

第
六
条
で
官
吏
が
「
行
使
」
の
み
を
し
た
場
合
を
重
懲
役
、
そ
れ
以
外
の
者
が
「
行
使
」
の
み
を
行
っ
た
場
合
は
軽
懲
役
と
規
定
さ
れ
た
。
官
吏

を
主
体
と
す
る
と
、「
偽
造
」
の
み
と
「
行
使
」
の
み
の
場
合
は
同
様
に
「
偽
造
し
て
行
使
」
か
ら
一
等
減
と
さ
れ
て
い
た
。

（
39
）  
『
会
議
筆
記
』
一
一
六
四
頁
。

（
40
）  
「
偽
造
」
を
基
本
行
為
と
し
た
第
一
案
の
貨
幣
偽
造
罪
へ
鶴
田
は
「
日
本
従
前
ノ
刑
法
ニ
テ
ハ
贋
造
罪
ハ
其
贋
金
銀
ヲ
行
使
シ
タ
ル
以
上
ヲ
以

テ
其
本
罪
ト
為
シ
其
以
前
ハ
仮
令
之
ヲ
鋳
上
ケ
タ
リ
ト
モ
未
タ
行
使
セ
サ
レ
ハ
其
本
罪
ト
為
サ
サ
ル
ナ
リ
故
ニ
此
刑
法
ニ
テ
モ
右
従
前
ノ
例
ニ
倣

ヒ
行
使
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
本
罪
ト
為
サ
ン
ト
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
仮
令
贋
造
ス
ル
ト
モ
未
タ
行
使
セ
サ
ル
以
前
ハ
其
実
際
ノ
害
ヲ
為
サ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ

ナ
リ
故
ニ
只
贋
造
シ
タ
ル
而
已
ノ
罪
ハ
行
使
シ
タ
ル
罪
ヨ
リ
一
層
軽
ク
為
サ
ヽ
ル
ヲ
得
サ
ル
へ
シ
ト
思
考
ス
」（『
会
議
筆
記
』
一
〇
六
六
頁
）
と

主
張
し
た
。

（
41
）  

「
タ
ン
タ
チ
ー
フ
」
と
は
総
則
の
未
遂
犯
罪
の
一
種
で
「
罪
ヲ
犯
サ
ン
ト
シ
テ
已
ニ
所
意
ヲ
盡
ス
ト
雖
モ
意
外
ノ
舛
錯
ニ
因
テ
之
ヲ
誤
機
ス
ル

事
」（『
会
議
筆
記
第
Ⅰ
分
冊
』
四
四
〇
―
四
四
九
頁
）
で
あ
る
。

（
42
）  

『
会
議
筆
記
』
一
一
七
〇
頁
。

（
43
）  

水
林
彪
「
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
世
界
」（『
日
本
思
想
体
系
　
法
と
秩
序
七
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
）
に
よ
る
と
、
行
為
を
段
階
的
に
理

解
す
る
方
法
は
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
に
も
み
ら
れ
る
。

（
44
）  

鶴
田
が
「
タ
ン
タ
チ
ー
フ
」
の
語
句
の
頻
繁
な
使
用
か
ら
も
、
文
書
偽
造
罪
の
検
討
中
に
彼
が
総
則
の
未
遂
を
想
起
し
た
と
推
察
で
き
る
。

（
45
）  

『
会
議
筆
記
』
一
一
六
一
頁
。

（
46
）  

『
会
議
筆
記
』
一
二
二
五
頁
。

（
47
）  

日
本
刑
法
草
案
の
注
釈
書
と
し
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
著
し
、
明
治
一
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
刑
法
草
按
注
解
』
か
ら
も
わ
か
る
。「
唯
偽
文
書

ヲ
造
リ
タ
ル
ニ
止
マ
リ
若
ク
ハ
真
正
ノ
文
書
ヲ
変
造
シ
タ
ル
ニ
止
マ
リ
テ
其
文
書
ヲ
行
使
セ
ス
亦
其
着
手
ヲ
モ
為
サ
サ
リ
シ
者
及
ヒ
之
ヲ
行
使
シ

タ
ル
者
ノ
付
従
タ
ラ
サ
リ
シ
者
ハ
本
法
ノ
問
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
蓋
シ
目
的
ナ
ク
且
ツ
利
益
ナ
ク
シ
テ
此
ノ
如
キ
犯
罪
ヲ
企
ツ
ル
ハ
固
ヨ
リ
之
レ
ア
ル

可
カ
ラ
サ
ル
ノ
事
ニ
シ
テ
若
シ
之
レ
ア
ル
モ
狂
人
ノ
所
業
タ
ル
ケ
レ
バ
ナ
リ
」（
四
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
偽
造
」
の
み
の
場
合
は
文
書
偽
造

罪
が
成
立
せ
ず
、
同
罪
の
未
遂
に
す
ら
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
明
文
規
定
を
置
か
な
い
限
り
は
「
偽
造
」
の
み
の
処
罰
は
で
き

な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
第
一
案
で
「
偽
造
」
の
み
へ
の
処
罰
規
定
を
設
置
し
た
姿
勢
と
合
致
す
る
。

（
48
）  

『
会
議
筆
記
』
一
一
五
二
頁
。
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（
49
）  

も
っ
と
も
、
次
の
論
点
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
自
説
を
通
し
た
。
確
定
稿
で
の
免
状
鑑
札
等
の
偽
造
罪
に
は
「
第
二
四
九
条
　
免
状
鑑
札
疾
病
証

書
ノ
偽
造
変
造
ニ
与
セ
ス
ト
雖
モ
其
情
ヲ
知
テ
之
ヲ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
偽
造
ノ
刑
ニ
照
シ
テ
一
等
ヲ
減
ス
」
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
官
文
書
偽
造

罪
と
私
書
偽
造
罪
は
「
情
を
知
っ
て
行
使
」
を
「
偽
造
し
て
行
使
」
と
同
様
の
刑
に
処
す
が
、
免
状
鑑
札
等
の
偽
造
罪
は
一
等
減
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
同
罪
の
客
体
の
特
殊
性
に
着
目
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
の
客
体
に
は
免
状
や
鑑
札
の
他
に
疾
病
証
書
等
も

含
ま
れ
る
と
彼
は
考
え
て
お
り
、
国
民
の
重
要
な
義
務
で
あ
る
公
務
（
主
に
兵
役
な
ど
）
を
免
れ
る
た
め
に
虚
偽
の
疾
病
証
書
を
作
成
す
る
こ
と

は
重
要
視
す
べ
き
問
題
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
疾
病
証
書
の
偽
造
な
ど
は
親
族
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
一
等
減
が
適
当
と
主
張
し

た
の
で
あ
る
（『
会
議
筆
記
』
一
二
一
八
頁
）。
第
二
稿
で
の
同
条
を
検
討
す
る
際
に
鶴
田
は
本
条
の
削
除
を
主
張
し
た
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
頑

な
に
拒
否
し
た
の
で
（『
会
議
筆
記
』
一
二
五
三
頁
）、
確
定
稿
で
は
存
置
さ
れ
た
が
、
刑
法
草
案
審
査
局
で
は
削
除
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
後
述
。

（
50
）  

浅
古
弘
「
刑
法
草
案
審
査
局
小
考
」（『
早
稲
田
法
学
』
五
七
巻
三
号
、
一
九
八
二
）、
に
詳
し
い
。

（
51
）  

法
制
経
済
史
研
究
所
編
『
元
老
院
会
議
筆
記
』
前
期
第
八
巻
（
一
九
六
四
）
五
三
―
一
三
四
貢
。

（
52
）  

前
掲
浅
古
を
参
照
。

（
53
）  

第
二
三
七
条
「
官
ノ
文
書
及
ヒ
官
吏
ノ
公
文
ヲ
偽
造
シ
テ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲
役
ニ
処
ス
。
真
正
ノ
官
文
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
条
件
及
ヒ
月
日

姓
名
等
ヲ
変
換
シ
テ
行
使
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
。
情
ヲ
知
テ
行
使
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
」（
西
原
春
夫
他
編
『
旧
刑
法
（
2
）
Ⅱ
部
』
信
山
社
、
一
九

九
五
、
八
二
七
頁
）。

（
54
）  

第
二
○
三
条
「
官
ノ
文
書
ヲ
偽
造
シ
又
ハ
増
減
変
換
シ
テ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲
役
ニ
処
ス
。
其
官
ノ
文
書
ヲ
毀
棄
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
」（
早

稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編
『
刑
法
審
査
関
係
諸
案
』
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
叢
書
第
一
四
号
、
一
九
八
四
、
二
一
九
頁
）。

（
55
）  

他
に
、
行
為
に
毀
棄
を
加
え
、
証
書
を
客
体
と
し
た
条
文
を
新
設
し
た
と
い
う
変
更
点
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
目
的
か
ら
今
回
は
「
情
を

知
っ
て
行
使
」
の
削
除
を
採
上
げ
、
他
二
点
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。
ま
た
、
日
本
刑
法
草
案
「
第
二
四
九
条
　
免
状
鑑
札
疾
病
証
書
ノ
偽

造
変
造
ニ
与
セ
ス
ト
雖
モ
其
情
ヲ
知
テ
之
ヲ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
偽
造
ノ
刑
ニ
照
シ
テ
一
等
ヲ
減
ス
」
も
無
く
な
っ
て
い
る
が
、
官
文
書
偽
造
罪
に

お
け
る
「
情
を
知
っ
て
行
使
」
の
削
除
に
準
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
56
）  

前
掲
新
井
「
西
欧
刑
法
の
継
受
と
盗
罪
⑶
法
の
継
受
に
お
け
る
固
有
法
の
抵
抗
」
一
八
三
頁
で
は
盗
罪
に
つ
い
て
も
、
審
査
局
に
お
け
る
修
正

は
司
法
省
段
階
の
編
纂
に
お
け
る
鶴
田
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
対
立
箇
所
に
端
を
発
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
57
）  

明
治
一
九
年
刊
行
さ
れ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
刑
法
草
案
註
釈
』（
詳
し
く
は
後
述
。
以
下
、『
註
釈
』
と
呼
称
）
で
は
、「
情
を
知
っ
て
行

使
」
の
削
除
に
つ
い
て
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
ま
ず
、
邦
訳
に
は
「
本
稿
ハ
最
初
日
本
文
ノ
旧
草
案
ニ
ハ
記
載
ア
リ
タ
レ
ド
モ
仏
文
ノ
旧
草
案
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ヲ
印
刷
ス
ル
ニ
方
リ
不
注
意
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
印
判
ニ
植
ル
コ
ト
ヲ
忘
レ
タ
リ
故
ニ
今
復
タ
茲
ニ
之
ヲ
設
ク
レ
ド
モ
他
ノ
増
補
ノ
如
ク
今
復
定
標
（
訳

者
言
フ
定
標
ト
ハ
正
常
ノ
首
尾
ニ
﹇
﹈
の
括
弧
ヲ
記
ス
コ
ト
）
ヲ
以
テ
之
ヲ
指
示
セ
サ
ル
ナ
リ
」（
七
九
頁
）
と
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
旧
刑
法
に
対
す
る
手
稿
の
仏
文
草
案
は
、
第
二
稿
と
確
定
稿
の
間
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
元
老
院
上
呈
手
稿
仏

文
草
案
」
と
「
手
稿
仏
文
刑
法
草
案
」
の
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
司
法
省
の
最
終
案
と
思
っ
て
前
者
を
執
筆
し
た
が
、
そ
の
後
に
日
本

人
編
纂
委
員
か
ら
多
少
修
正
さ
れ
て
確
定
稿
の
脱
稿
と
な
っ
た
の
で
、
彼
は
個
人
的
な
修
正
意
見
を
付
し
た
後
者
を
ま
と
め
な
お
し
た
（
岩
谷
十

郎
「
仏
文
草
案
か
ら
見
た
旧
刑
法
編
纂
の
展
開
」（
前
掲
西
原
編
『
旧
刑
法
（
2
）
Ⅰ
部
』）。

　
　
　
ま
ず
、
第
二
稿
へ
の
検
討
直
後
に
書
か
れ
た
「
元
老
院
上
呈
手
稿
仏
文
草
案
」
の
刊
行
本
（
岩
谷
氏
の
考
証
に
従
い
、
文
書
偽
造
罪
に
つ
い
て

は
原
本
と
刊
行
本
で
の
相
違
は
な
い
と
考
え
る
）
に
お
け
る
第
二
三
七
条
を
見
る
と
、
日
本
文
確
定
稿
の
第
二
三
七
条
第
三
項
の
「
情
ヲ
知
テ
其

偽
造
変
造
ノ
文
書
ヲ
行
使
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
」
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
（
前
掲
西
原
編
『
旧
刑
法
（
2
）
Ⅱ
部
』
四
九
一
頁
）。
次
に
、
そ
の
後
、

確
定
稿
が
上
呈
さ
れ
る
直
前
に
書
か
れ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
「
私
家
的
草
稿
本
」
と
さ
れ
る
「
手
稿
仏
文
刑
法
草
案
」
の
同
条
に
は
「Sera  

encore puni de la m
êm
e peine tout particulier qui, bien que n

ʼayant pas participé à la fabrication ou à la falsification, aura fait 
de la pièce fausse un usage frauduleux.

」（
同
書
六
四
四
頁
）
と
あ
り
、
こ
ち
ら
に
は
日
本
文
の
第
二
稿
、
確
定
稿
と
同
様
に
第
三
項
が
存

在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
手
違
い
に
よ
っ
て
「
情
を
知
っ
て
行
使
」
が
抜
落
ち
た
の
は
前
者
の
「
元
老
院
上
呈
手
稿
仏
文
草
案
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
そ
こ
で
改
め
て
先
の
『
註
釈
』
の
仏
文
を
見
て
み
る
と
、「Cet alinéa avait été, par inadvertance, om

is à l

ʼimpression de la 1
re édi-

tion française du Projet ; il se trouvait dans le texte japonais. N
ous le rétablissons ici, m

ais sans le m
arquer du signe habituel 

de nos additions. 

（Projet révisé du Code Pénal pour l

ʼEm
pire du Japon accom

pagné d

ʼun Com
m
entaire par  M

r. G
ve Boisso- 

nade, 1886, p. 700.

詳
し
く
は
後
述
。
以
下
、Projet révisé du Code Pénal

と
呼
称
）（
試
訳
「
本
条
項
は
不
注
意
に
よ
っ
て
最
初
の
仏
文

草
案
の
印
刷
時
で
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
が
、
日
本
文
の
草
案
で
は
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
改
め
て
訂
正
し
た
い
。
た
だ
、
通
例
と
し
て
他

の
追
加
点
に
付
し
て
い
る
印
は
付
さ
な
い
。」）
と
あ
り
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
当
該
条
項
を
本
来
は
一
貫
し
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
修
正
局
で
の
削
除
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
に
沿
わ
な
い
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
わ
か
ろ
う
。

（
58
）  

司
法
部
内
同
盟
編
纂
『
刑
法
訓
令
類
纂
並
付
則
』（
明
治
一
七
年
、
以
下
、『
訓
令
類
纂
』
と
呼
称
）。

（
59
）  

内
訓
に
つ
い
て
は
岩
谷
十
郎
「
司
法
官
の
近
代
法
適
用
を
め
ぐ
る
逡
巡
」（
同
前
掲
書
）
に
詳
し
い
。

（
60
）  

『
訓
令
類
纂
』
四
四
五
頁
。

（
61
）  

明
治
一
九
年
に
司
法
省
よ
り
刊
行
。
こ
こ
で
は
有
斐
閣
か
ら
一
九
八
八
年
に
覆
刻
さ
れ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
文
献
双
書
に
依
拠
し
、
仏
文
は
双
書
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⑰
、
邦
訳
は
双
書
⑲
か
ら
引
用
す
る
。

（
62
）  

『
註
釈
』
六
五
頁
。

（
63
）  

「
偽
用
」
と
い
う
語
句
の
初
出
は
印
章
偽
造
罪
で
、
仏
文
で
は
「aura sciem
m
ent fait usage d

ʼune pièce ou d

ʼun acte revêtu dudit 
sceau sans avoir participé à la contrefaçon

」（Projet révisé du Code Pénal, p. 672

）
と
表
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
印
章
偽
造
罪
を
構
成

す
る
行
為
を
、
押
印
で
足
り
る
と
す
る
見
解
と
偽
印
が
押
さ
れ
た
文
書
の
使
用
を
必
要
と
す
る
見
解
の
う
ち
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
後
者
の
支
持
を

明
言
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
（p. 678

）。
よ
っ
て
、
文
書
偽
造
罪
中
の
「
偽
用
」
も
偽
造
文
書
の
使
用
を
意
味
す
る
邦
訳
と
い
え
よ
う
（『
註

釈
』
五
五
頁
）。

（
64
）  

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
折
衷
主
義
の
刑
法
理
論
に
立
脚
し
、
応
報
主
義
と
功
利
主
義
の
結
合
を
標
榜
し
て
道
徳
的
悪
と
社
会
的
害
悪
の
権
衡
か
ら
刑

罰
の
裁
定
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。
佐
伯
千
仭
＝
小
林
好
信
「
刑
法
学
史
」（『
講
座
日
本
近
代
法
発
達
史
』
二
巻
、
勁
草
書
房
、
一
九
六
七
）
二

二
三
―
二
二
八
頁
に
詳
し
い
。

（
65
）  

『
註
釈
』
七
九
貢
。Projet révisé de Code Pénal, pp. 699 -700.

（
66
）  

も
っ
と
も
、
未
遂
が
処
罰
さ
れ
る
の
は
「
行
使
」
だ
け
で
、「
偽
造
」
が
半
途
の
場
合
は
（danger

）
が
無
い
の
で
未
遂
と
し
て
も
処
罰
さ
れ

な
い
と
付
言
し
て
い
る
（Projet révisé de Code Pénal, p. 701

）。「
偽
造
」
に
対
す
る
未
遂
も
処
罰
対
象
と
説
明
し
た
司
法
省
の
議
論
と
は

異
な
り
、
更
な
る
言
及
に
は
「
危
険
」
の
概
念
へ
の
考
察
が
必
要
だ
が
、
紙
幅
の
た
め
、
他
日
に
譲
り
た
い
。

（
67
）  

『
註
釈
』
は
重
罪
の
刑
罰
を
「
第
一
死
刑
、
第
二
無
期
徒
刑
　
第
三
有
期
徒
刑
、
第
四
無
期
流
刑
、
第
五
有
期
流
刑
　
第
六
重
懲
役
　
第
七
軽

懲
役
、
第
八
重
禁
錮
、
第
九
軽
禁
獄
」
と
順
位
付
け
た
。
官
文
書
偽
造
罪
の
基
本
類
型
に
科
せ
ら
れ
る
軽
懲
役
は
六
年
以
上
一
〇
年
以
下
、
国
内

の
「
懲
役
場
」
で
「
苦
役
」
に
服
す
こ
と
な
の
で
、「
偽
造
し
て
行
使
」
は
一
〇
年
の
軽
懲
役
と
な
る
（『
註
釈
上
巻
』
九
八
頁
）。

（
68
）  

重
懲
役
は
一
一
年
以
上
一
五
年
以
下
の
懲
役
で
あ
る
（『
註
釈
上
巻
』
一
〇
二
頁
）。

（
69
）  

『
註
釈
』
八
〇
貢
、Projet révisé de Code Pénal,  p. 701.

（
70
）  

『
註
釈
』
八
五
貢
。

（
71
）  

第
一
五
条
（
中
村
前
掲
書
、
一
五
二
頁
）。

（
72
）  

第
一
九
条
（
中
村
前
掲
書
、
一
五
四
頁
）。

（
73
）  

『
註
釈
』
八
六
頁
。Projet révisé de Code Pénal, p. 705.

（
74
）  

一
八
一
〇
年
刑
法
典
が
厳
格
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
そ
の
施
行
以
来
、
広
く
い
わ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
塙
浩
訳
「
フ
ラ
ン
ス
近
代
の
刑
法
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史
」（R. G

arraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. I, 3éd. 1913

）
で
は
、
同
法
典
を
「
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
ま
た

外
国
で
も
、
刑
法
学
者
の
総
て
は
可
罰
的
行
為
の
面
で
も
ま
た
科
刑
の
面
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
が
過
度
の
峻
厳
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

を
認
め
る
点
で
は
一
致
し
て
」
お
り
、
改
良
の
た
め
に
「
懲
罰
体
系
の
緩
和
」
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
「
な
お
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
峻
厳

な
立
法
の
一
つ
」
と
説
明
し
て
い
る
（
塙
前
掲
書
、
一
六
九
頁
）。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
一
八
一
〇
年
刑
法
典
を
「
厳
酷
」
と

評
し
た
『
註
釈
』
を
み
る
と
、
彼
が
既
存
の
法
典
へ
の
批
判
を
考
慮
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

（
75
）  

『
註
釈
』
八
五
頁
。Projet révisé de Code Pénal, p. 704.

（
76
）  

『
註
釈
』
八
五
、
八
六
貢
。Projet révisé de Code Pénal, pp. 704 -705.

（
77
）  

ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
法
典
編
纂
事
業
の
結
果
、
一
八
〇
八
年
に
刑
事
訴
訟
法
典
、
一
八
一
〇
年
に
刑
法
典
が
完

成
し
た
。
同
刑
法
典
は
、
一
七
八
九
年
八
月
の
「
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
の
宣
言
」
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
た
一
七
九
一
年
刑
法
典
の
近
代
性
が

よ
り
明
確
に
規
定
さ
れ
、
罪
刑
法
定
主
義
、
刑
罰
の
公
平
化
、
刑
罰
の
一
身
性
等
が
明
文
化
さ
れ
た
。
犯
罪
者
か
ら
社
会
を
防
衛
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
、
犯
罪
の
予
防
を
通
し
て
社
会
の
安
定
と
所
有
権
の
保
護
を
確
実
に
し
な
が
ら
も
、
政
府
の
政
治
的
な
手
段
と
い
う
側
面
も
有
し
て
お
り
、

最
も
重
い
罪
に
は
国
家
の
安
全
を
害
す
る
罪
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
革
命
前
の
恣
意
的
な
法
の
運
用
を
警
戒
し
て
一
七
九
一
年
刑
法

で
採
用
さ
れ
た
固
定
刑
が
か
え
っ
て
柔
軟
な
裁
判
の
弊
害
に
な
っ
た
反
省
と
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
許
可
し
た
範
囲
内
で
の
処
罰
を
確
保
す
る
こ
と
で

彼
の
権
力
を
強
化
す
る
た
め
に
、
一
定
の
犯
罪
は
定
め
ら
れ
た
最
高
刑
と
最
低
刑
の
間
で
裁
判
官
が
状
況
に
応
じ
て
刑
罰
を
裁
定
し
た
。
ガ
ロ
ー

は
一
八
一
〇
年
刑
法
典
の
長
所
に
は
簡
明
性
、
厳
刑
及
び
刑
の
執
行
の
免
除
の
規
定
、
有
期
刑
の
振
幅
性
を
挙
げ
、
短
所
に
は
峻
厳
性
の
過
度
、

矯
正
と
い
う
理
念
の
欠
如
を
指
摘
し
て
い
る
。
中
村
義
孝
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
事
法
典
史
料
集
成
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
）、
滝
沢
正
『
フ 

ラ
ン
ス
法
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
〇
）、
山
口
俊
夫
『
概
説
フ
ラ
ン
ス
法
（
下
）』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
）
所
収
塙
浩
訳
「
フ
ラ
ン
ス
近

代
の
刑
法
史
」（
同
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
史
』
信
山
社
、
二
〇
〇
〇
）
等
を
参
照
。

（
78
）  

条
文
は
中
村
前
掲
書
、
一
〇
―
二
一
八
頁
を
参
照
し
た
。

（
79
）  

本
来
で
あ
れ
ば
、
学
説
や
判
例
、
他
法
典
に
言
及
が
必
要
だ
が
、
本
稿
の
目
的
は
一
八
一
〇
年
刑
法
典
と
律
系
刑
法
典
が
わ
が
国
で
対
峙
し
た

様
子
と
そ
の
結
果
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
旧
刑
法
の
性
格
へ
の
考
察
で
あ
り
、
文
書
偽
造
罪
に
関
す
る
司
法
省
で
の
議
論
中
に
一
八
一
〇
年
刑
法

典
の
規
定
を
主
な
比
較
対
象
と
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
姿
勢
を
考
慮
し
て
、
同
法
典
の
条
文
に
焦
点
を
絞
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
文
書
偽
造
罪

は
前
掲
島
岡
「
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
け
る
文
書
偽
造
罪
」
に
詳
し
い
。

（
80
）  

官
吏
が
公
文
書
を
偽
造
し
た
場
合
は
無
期
強
制
労
働
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
加
重
類
型
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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な
ぜ
な
ら
、
私
文
書
偽
造
罪
と
旅
券
及
び
行
程
書
偽
造
罪
を
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
場
合
も
「
偽
造
」
と
「
行
使
」
が
別
個
の
条
文
な
が
ら
も
同
刑

の
処
罰
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
官
吏
以
外
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
官
文
書
偽
造
罪
と
同
じ
構
成
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
偽
造
」

と
「
行
使
」
に
同
等
の
処
罰
を
科
す
こ
と
が
基
本
的
な
行
為
体
系
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
81
）  
一
八
一
〇
年
刑
法
典
は
強
制
労
働
を
死
刑
に
次
ぐ
刑
罰
に
位
置
付
け
て
お
り
（
中
村
前
掲
書
、
一
五
二
頁
）、
基
本
類
型
の
官
吏
以
外
の
者
に

よ
る
偽
造
罪
を
軽
懲
役
と
規
定
す
る
『
註
釈
』
が
法
定
刑
を
軽
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
付
言
す
る
と
旧
刑
法
も
官
文
書
偽
造
罪
の
基
本

行
為
に
軽
懲
役
を
科
し
、
官
吏
に
よ
る
場
合
に
は
重
懲
役
を
科
し
て
い
る
の
で
『
註
釈
』
と
同
様
だ
が
、
旧
刑
法
で
は
重
懲
役
が
九
年
以
上
一
一

年
以
下
、
軽
懲
役
が
六
年
以
上
八
年
以
下
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
石
井
紫
郎
・
水
林
彪
編
『
日
本
近
代
思
想
体
系
七
法
と
秩
序
』（
以
下
、『
法
と

秩
序
』
と
呼
称
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
、
三
八
二
頁
）。

（
82
）  

一
八
一
〇
年
刑
法
典
の
不
備
を
補
っ
て
旧
刑
法
の
編
纂
に
取
り
組
ん
だ
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
姿
勢
は
岩
谷
氏
や
末
澤
氏
も
指
摘
し
て
い
る
。
岩
谷

十
郎
「
旧
刑
法
第
三
一
四
条
編
纂
過
程
と
そ
の
「
素
材
的
事
例
」
の
関
係

―
正
当
防
衛
の
摂
取

―
」（『
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

論
文
集
』
二
三
号
、
一
九
八
五
）
一
八
九
、
二
〇
二
頁
。
前
掲
末
澤
、
一
九
四
、
一
九
五
頁
。

（
83
）  

鶴
田
前
掲
書
、
二
一
頁
。

（
84
）  

編
纂
過
程
は
藤
田
弘
道
『
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
編
纂
史
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
）。

（
85
）  

鶴
田
前
掲
書
、
二
一
頁
。

（
86
）  

条
文
は
『
法
と
秩
序
』
二
九
九
頁
を
参
照
。

（
87
）  

律
系
刑
法
典
の
未
遂
は
犯
罪
類
型
に
応
じ
て
個
別
に
規
定
さ
れ
て
い
た
（
野
村
稔
「
明
治
維
新
後
の
刑
法
制
定
史
と
未
遂
規
定
」『
未
遂
犯
の

研
究
』
成
文
堂
、
一
九
八
四
）。

（
88
）  

『
司
法
省
日
誌
十
一
』
二
八
六
頁
。

（
89
）  

近
藤
圭
蔵
『（
増
補
）
皇
朝
律
例
彙
纂
第
五
巻
』
三
一
頁
。

（
90
）  

水
林
彪
「
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
世
界
」（『
法
と
秩
序
』）
で
は
、
両
法
が
「
想
定
す
る
犯
罪
は
、
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
一
連
の
も
の
と

し
て
行
わ
れ
る
様
々
な
行
為
な
い
し
状
態
を
諸
モ
メ
ン
ト
と
し
て
含
」
み
、「
謀
殺
が
最
も
重
大
な
犯
罪
と
観
念
」
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に

「
謀
殺
の
諸
モ
メ
ン
ト
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
刑
罰
に
結
び
つ
け
る
必
要
か
ら
生
み
出
さ
れ
」、「
多
段
階
的
お
よ
び
多
次
元
的
な
違
法
評
価
の
要
請

が
細
か
な
犯
罪
論
を
生
み
出
し
」、「
謀
殺
よ
り
も
相
対
的
に
軽
微
と
観
念
さ
れ
た
犯
罪
と
な
る
と
、
犯
罪
行
為
の
捉
え
方
は
大
ま
か
に
な
っ
て
い

く
」
と
述
べ
て
い
る
（
四
八
二
、
四
八
五
頁
）。
処
罰
の
対
象
と
な
る
行
為
を
段
階
的
に
理
解
す
る
思
考
方
法
は
文
書
偽
造
罪
も
同
様
と
い
え
よ
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う
。

（
91
）  

事
例
と
編
纂
の
関
係
は
前
掲
岩
谷
「
旧
刑
法
第
三
一
四
条
編
纂
過
程
と
そ
の
「
素
材
的
事
例
」
の
関
係
」
後
註
、
二
〇
一
、
二
〇
二
頁
を
参
照
。

（
92
）  

復
刻
刊
行
編
集
調
査
会
編
・
司
法
省
『
明
治
前
期
大
審
院
刑
事
判
決
録
』（
以
下
、『
判
決
録
』
と
呼
称
、
一
九
八
七
年
、
文
生
書
院
）
一
―
四

巻
を
参
照
し
た
。
所
載
の
個
人
名
は
甲
乙
丙
に
代
替
す
る
。

（
93
）  
本
稿
の
対
象
と
す
る
期
間
中
の
裁
判
所
の
構
成
及
び
構
想
に
関
し
て
は
、
三
阪
佳
弘
「
明
治
九
・
十
年
の
裁
判
所
機
構
改
革
」（『
法
制
史
研

究
』
三
八
号
、
一
九
八
九
）
に
詳
し
い
。

（
94
）  

「
伺
・
指
令
裁
判
体
制
」
に
つ
い
て
は
霞
信
彦
「
明
治
初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
に
つ
い
て

―
伺
・
指
令
裁
判
体
制
を
中
心
に

―
」（『
法

学
研
究
』
七
六
巻
七
号
、
二
〇
〇
三
）
を
参
照
。

（
95
）  

日
本
史
籍
協
会
編
『
司
法
省
日
誌
』
一
〜
二
〇
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
）
を
参
照
。『
日
誌
』
の
性
格
に
つ
い
て
は
沼
正
也
「
家

族
関
係
法
に
お
け
る
近
代
的
思
惟
の
確
立
過
程
（
そ
の
一
）」「
司
法
省
指
令
の
形
成
を
め
ぐ
る
明
法
寮
の
役
割
」（『
財
産
法
の
原
理
と
家
族
法
の

原
理
（
新
版
）』
三
和
書
房
、
一
九
八
〇
、
二
一
〇
頁
註
⑴
、
六
八
二
頁
）。

（
96
）  

霞
前
掲
書
、
四
八
頁
、
註
⑴
。

（
97
）  

広
義
の
詐
偽
か
ら
詐
欺
罪
や
文
書
偽
造
罪
が
分
化
す
る
過
程
や
、
二
罪
俱
発
の
運
用
な
ど
も
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
本
稿
の
主
題
を
鑑
み
て
他

日
に
考
察
を
譲
り
、
文
書
偽
造
罪
の
構
成
に
焦
点
を
絞
る
。

（
98
）  

『
日
誌
十
』
六
一
〇
―
六
一
二
頁
。

（
99
）  

同
様
の
主
旨
が
確
認
さ
れ
て
い
る
事
案
と
し
て
明
治
九
年
第
六
号
指
令
、
明
治
八
年
四
月
三
〇
日
付
秋
田
県
伺
（『
日
誌
十
八
』
一
〇
四
―
一

〇
六
頁
）。

（
100
）  

『
日
誌
十
五
』
二
七
六
―
二
七
七
頁
。

（
101
）  

援
引
が
許
さ
れ
た
明
治
七
年
一
月
以
降
な
の
で
（
霞
信
彦
「「
司
法
省
日
誌
」
登
載
指
令
の
援
引
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（『
研
修
』
五
六
五
号
、

二
〇
〇
七
、
一
〇
頁
以
下
）、
当
該
記
事
は
模
範
と
な
り
、
文
書
偽
造
罪
成
立
の
判
断
基
準
を
返
済
の
意
思
の
有
無
に
求
め
る
こ
と
が
一
般
的
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
102
）  

『
判
決
録
四
』
二
一
七
―
二
二
〇
頁
。

（
103
）  

『
判
決
録
三
』
二
〇
〇
―
二
〇
四
頁
。

（
104
）  

「
あ
る
行
為
を
罪
と
し
、
そ
れ
に
科
せ
ら
れ
る
べ
き
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
る
条
文
」
に
あ
た
ら
な
い
場
合
を
処
罰
す
る
（『
法
と
秩
序
』
三
二
一
― 
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三
二
二
頁
）。

（
105
）  

『
日
誌
十
四
』
一
一
一
―
一
一
二
頁
。

（
106
）  

『
日
誌
十
四
』
二
五
三
―
二
五
五
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
の
言
渡
は
既
に
甲
に
下
さ
れ
て
い
た
決
定
が
後
に
な
っ
て
乙
に
よ
る
犯
罪
で
あ
っ
た
こ

と
が
判
明
し
て
、
刑
の
言
換
え
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

（
107
）  
『
日
誌
十
五
』
四
一
九
頁
。

（
108
）  
二
罪
倶
発
に
つ
い
て
は
三
田
菜
穂
「
旧
刑
法
『
数
罪
俱
発
』
条
成
立
に
関
す
る
一
考
察

―
司
法
省
段
階
に
お
け
る
編
纂
を
中
心
と
し 

て

―
」（『
法
学
政
治
学
論
究
』
六
七
号
、
二
〇
〇
八
）
に
詳
し
い
。

（
109
）  

『
法
と
秩
序
』
二
三
四
、
二
三
五
頁
。

（
110
）  

『
判
決
録
二
』
六
六
―
七
一
頁
。

（
111
）  

『
判
決
録
一
』「
県
印
ヲ
偽
造
セ
シ
件
」
三
一
三
―
三
一
四
頁
。

（
112
）  

『
法
と
秩
序
』
三
〇
〇
頁
。

（
113
）  

『
判
決
録
二
』
三
八
四
―
三
八
九
頁
。

（
114
）  

類
似
の
事
例
に
明
治
一
一
年
九
月
二
七
日
判
決
第
二
五
四
号
「
戸
長
ノ
奥
書
ヲ
詐
為
セ
シ
件
」。

（
115
）  

紙
幅
の
た
め
、
条
文
と
異
な
る
判
例
の
運
用
が
な
さ
れ
た
理
由
の
考
察
は
他
日
に
譲
り
た
い
。

（
116
）  

「
鶴
田
検
事
講
述
　
刑
法
質
問
録
」（
鶴
田
前
掲
書
）。

（
117
）  

こ
れ
を
鑑
み
る
と
、
条
文
と
解
釈
が
乖
離
し
た
現
状
の
反
動
又
は
克
服
と
し
て
、
次
に
効
力
を
有
す
る
法
典
で
現
行
法
の
条
文
に
忠
実
な
規
定

の
設
置
が
目
さ
れ
た
と
い
う
推
測
が
可
能
で
は
な
い
か
。

（
118
）  

こ
の
姿
勢
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
口
述
・
井
上
操
訳
『
性
法
講
義
完
』（
司
法
省
蔵
版
・
明
治
一
〇
年
）（
宗
文
館
書
店
、
一
九
八
六
復
刻
）
五
頁
に

も
み
え
る
。

（
119
）  

司
法
省
で
の
編
纂
作
業
で
補
助
的
立
場
に
あ
っ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
行
っ
た
講
義
の
冒
頭
で
日
本
人
編
纂
者
は
旧
刑
法
の
編
纂
の
目
的
に
「
我

国
従
前
ノ
刑
律
ト
欧
羅
巴
各
国
ト
ノ
刑
律
ヲ
折
衷
シ
其
基
礎
ト
体
裁
ト
ヲ
改
正
」
を
挙
げ
て
い
る
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
述
『
仏
国
刑
法
講
義
』
弘
礼

社
、
明
治
一
四
年
、
一
頁
）。

（
120
）  

旧
刑
法
を
「
律
型
刑
法
典
ノ
延
長
」
と
評
す
る
意
見
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
手
塚
豊
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
（
上
）』
慶
應
通
信
、
一
九
八
四
、

二
六
六
頁
）。
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（
121
）  

牧
野
前
掲
書
、
一
五
一
―
一
六
四
頁
。

（
122
）  

管
見
の
及
ぶ
限
り
で
あ
る
が
、
文
書
偽
造
罪
の
構
成
要
件
に
「
実
質
」
と
「
形
式
」
と
い
う
言
葉
を
わ
が
国
で
初
め
て
用
い
た
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
は
勝
本
勘
三
郎
『
刑
法
析
義
各
論
之
部
上
巻
』（
明
治
三
二
年
、
明
治
法
律
学
校
出
版
部
講
法
会
）
と
思
わ
れ
る
。
勝
本
は
「
文
書
ト
云
フ
形

式
ヲ
詐
ハ
ル
ノ
罪
」
を
甲
、「
文
書
ニ
憑
リ
真
実
ヲ
詐
ハ
ル
ノ
罪
」
を
乙
と
し
て
、
甲
は
「
形
式
ノ
上
」
か
ら
、
乙
は
「
実
質
ノ
上
」
か
ら
同
罪

の
成
立
を
制
限
す
る
と
説
明
し
、
旧
刑
法
は
後
者
を
採
用
し
て
い
る
と
述
べ
、
そ
の
根
拠
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
仏
文
草
案
で
の
「
悪
意
又
ハ
詐

欺
ノ
使
用
」
と
い
う
明
文
規
定
の
存
在
、
明
治
一
六
年
内
訓
で
の
「
真
実
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
、
他
人
ニ
害
ヲ
加
フ
ル
ノ
意
思
、
及
ヒ
害
ヲ
生
ス
ル

ヲ
得
ヘ
キ
」
と
い
う
構
成
要
件
の
明
言
、
二
〇
五
条
及
び
二
〇
九
条
二
項
に
定
め
ら
れ
た
「
事
実
ノ
詐
リ
タ
ル
裏
書
ヲ
為
ス
」
こ
と
へ
の
処
罰
、

と
い
う
三
個
の
要
因
を
挙
げ
る
（
四
六
六
―
四
八
〇
頁
）。
そ
し
て
、「
形
式
主
義
」
及
び
「
実
質
主
義
」
の
文
言
は
牧
野
英
一
『
刑
法
通
義
』

（
警
眼
社
、
一
九
〇
七
）
と
磯
部
前
掲
書
『
改
正
刑
法
正
解
』（
六
合
館
、
一
九
〇
七
、
三
一
五
―
三
一
九
頁
）
が
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
の
初
出
と

さ
れ
る
（
前
掲
山
火
「
現
行
「
文
書
偽
造
の
罪
」
規
定
の
成
立
過
程
」
参
照
）。
磯
部
は
同
書
で
実
質
主
義
を
仏
国
主
義
、
形
式
主
義
を
独
逸
主

義
と
明
言
し
、
旧
刑
法
は
前
者
に
立
脚
し
て
い
た
が
、
現
行
刑
法
は
転
向
し
て
後
者
を
採
用
す
る
と
強
調
し
、
現
行
法
の
対
比
と
し
て
旧
刑
法
の

実
質
主
義
を
挙
げ
、
そ
れ
か
ら
の
離
脱
と
し
て
現
行
法
の
形
式
主
義
を
説
明
す
る
。
そ
の
際
、
旧
刑
法
が
実
質
主
義
に
基
づ
く
と
す
る
理
由
に
は

勝
本
が
提
示
し
た
先
述
の
三
個
の
根
拠
を
そ
の
ま
ま
列
挙
す
る
。
牧
野
は
形
式
主
義
を
「
文
書
ノ
形
式
ノ
真
正
ヲ
保
護
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
モ

ノ
」、
実
質
主
義
を
「
文
書
ニ
因
リ
表
示
セ
ラ
ル
ル
事
実
又
ハ
思
想
ノ
真
正
ヲ
保
護
ス
ル
モ
ノ
」（
一
九
九
頁
）
と
し
、
自
身
は
後
者
に
立
つ
と
述

べ
る
が
、
特
定
国
が
立
脚
す
る
立
場
等
へ
は
言
及
し
な
い
が
、『
刑
法
各
論
上
巻
』（
一
九
五
〇
、
有
斐
閣
）
で
前
者
を
ド
イ
ツ
、
後
者
を
フ
ラ
ン

ス
の
学
説
と
明
言
す
る
（
一
五
一
、
一
五
二
頁
）。（
し
か
し
、
安
平
前
掲
書
は
フ
ラ
ン
ス
は
形
式
主
義
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
は
実
質
主
義
に
よ
り
互

い
に
修
正
を
加
え
て
い
る
と
す
る
。
四
二
、
四
八
頁
）

　
　
　
磯
部
が
「
実
質
主
義
」
と
い
う
語
句
を
フ
ラ
ン
ス
式
の
解
釈
論
の
代
名
詞
と
し
て
使
う
以
前
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
解
釈
論
に
倣
っ
た
構
成
要
件
と

し
て
三
要
素
を
列
挙
す
る
説
明
の
仕
方
が
主
流
で
、
例
え
ば
宮
城
浩
蔵
は
明
治
一
七
年
刊
行
『
刑
法
正
義
』（
明
治
大
学
創
立
百
周
年
記
念
学
術

叢
書
第
四
巻
）
で
「
一
真
実
ニ
違
フ
事
、
二
人
ノ
害
ス
ル
ノ
意
ア
ル
事
、
損
害
ヲ
生
ス
ル
事
又
ハ
生
シ
能
フ
事
」（
六
七
五
頁
）
を
挙
げ
、
勝
本

が
指
摘
し
た
内
訓
で
も
同
様
の
三
要
件
が
明
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
三
要
件
を
以
て
同
罪
が
成
立
す
る
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
勝
本
の

「
実
質
」
と
い
う
語
句
を
使
っ
て
象
徴
的
に
「
実
質
主
義
」
と
㴑
っ
て
名
称
し
た
と
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、『
会
議
筆
記
』
に
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

が
「
創
造
ノ
偽
造
ト
現
物
ノ
偽
造
」
を
紹
介
し
、
前
者
を
「
書
面
上
ノ
文
意
ヲ
差
略
ス
ル
ノ
類
」（
同
書
一
一
六
四
頁
）
と
述
べ
た
と
記
載
さ
れ

る
の
み
で
、
記
録
か
ら
は
む
し
ろ
鶴
田
が
実
害
発
生
の
必
要
性
を
説
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
、
更
に
そ
の
意
図
が
律
系
刑
法
典
に
起
因
す
る
こ
と
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は
本
論
で
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
旧
刑
法
が
「
実
質
」
主
義
に
基
づ
く
根
拠
と
し
て
、
勝
本
が
挙
げ
た
仏
文
草
案
の
「
悪
意
又
ハ
詐
欺

ノ
使
用
」
と
は
元
老
院
上
呈
仏
文
刑
法
草
案
と
手
稿
仏
文
刑
法
草
案
に
あ
る
「un usage frauduleux

」（
前
掲
西
原
編
『
旧
刑
法
（
2
）
Ⅱ

部
』
四
九
〇
、
六
四
四
頁
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
司
法
省
の
確
定
稿
に
は
「frauduleux

」
に
あ
た
る
邦
語
は
無
い
。『
会
議
筆
記
』
に
あ

る
第
二
案
に
は
「
不
正
ニ

0

0

0

使
用
（
傍
点
・
筆
者
）」（
同
書
、
一
一
六
八
頁
）
と
い
う
語
句
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
降
は
一
貫
し
て
「
不
正
ニ
」
の
邦

語
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
翻
訳
の
失
念
や
「frauduleux

」
に
相
当
す
る
邦
語
を
翻
訳
者
が
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
は

低
く
、
何
ら
か
の
意
図
を
以
て
翻
訳
の
必
要
性
が
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
換
言
す
れ
ば
、
旧
刑
法
の
編
纂
過
程
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
「
実
質

主
義
」
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
律
系
刑
法
典
を
基
盤
に
文
書
偽
造
罪
は
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
フ
ラ
ン
ス
の
同

罪
を
「
権
利
又
は
法
的
効
果
を
も
つ
事
実
を
証
明
し
得
る
文
書
に
対
す
る
、
法
律
に
規
定
さ
れ
た
方
法
の
一
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
他
人
に
損
害

を
惹
起
す
る
性
質
を
持
つ
、
そ
の
真
性
の
不
正
な
改
変
」（「
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
け
る
文
書
偽
造
罪
」『
法
学
研
究
』
六
八
巻
三
号
、
一
九
九
五
、

七
二
頁
）
と
述
べ
、
彼
国
が
純
然
な
実
質
主
義
と
い
う
わ
が
国
の
通
説
的
見
解
へ
疑
問
を
提
示
し
た
島
岡
ま
な
氏
の
論
説
も
参
考
と
し
て
更
に
検

討
し
た
い
。

髙
田　

久
実
（
た
か
だ
　
く
み
）

　
所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　
所
属
学
会
　
　
法
制
史
学
会
、
日
本
古
文
書
学
会

　
専
攻
領
域
　
　
日
本
法
制
史
（
近
代
）


